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令和3年4月の報酬改定に伴う「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」

の留意事項（通所介護）

○ 本県が所管する介護保険施設・事業所について、令和３年４月１日から算定を開始する加算

等に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等の提出期限を、特例的に令和３年

４月１５日（木）とする取扱いとします。

○ 届出に添付する書類は、体制を変更する加算等についてのみ必要です。

○ 今回の改定で新設、又は新たな区分が設けられた加算のうち、次の加算は、科学的介護情報

システム（ＬＩＦＥ）の活用等が用件とされています。算定に当たっては、「LIFEへの登録」

が「2 あり」であることを届け出る必要があります。

・個別機能訓練加算（Ⅱ）（区分の追加）

・栄養アセスメント加算（新設）

・ADL維持等加算（Ⅰ）・（Ⅱ）（区分の追加）

・口腔機能向上加算（Ⅱ）（区分の追加）

・科学的介護推進加算（新設）

○ 入浴介助加算については、新たに設けられた「3 加算Ⅱ」を算定する場合は、届出が必要と

なります。既存の届出内容が「2 あり」の事業所が届出を行わなかった場合は「2 加算Ⅰ」

とみなします。

○ 個別機能訓練加算については、新たな加算区分が設けられたことから、算定する全ての事業

所が届出を行ってください。既存の届出内容が「個別機能訓練体制Ⅰ」、「個別機能訓練体制

Ⅱ」の事業所が届出を行わなかった場合、4月からは「1 なし」とみなされ、加算算定ができ

なくなります。

また、新たに設けられた「個別機能訓練加算Ⅱ」を算定する場合は、「LIFEへの登録」が「

2 あり」であることが必要となります。

○ サービス提供体制強化加算については、新たな加算区分が設けられたことから、算定する全

ての事業所が届出を行ってください。既存の届出内容が「2 加算Ⅰロ」、「３ 加算Ⅱ」の事

業所が届出を行わなかった場合、4月からは「1 なし」とみなされ、加算算定ができなくなり

ますのでご注意ください。

○ 加算等の算定内容に変更がなく、「LIFEへの登録」が「なし」の場合、届出の必要はありま

せん。届出がない場合、「LIFEへの登録」は「なし」として処理します。

（１）通所介護

提出書類 書類提出前の自主確認事項

介護給付費算定に ・「法人等の所在地・名称、代表者の職・氏名」欄を記入

係る体制等に関す ・「届出者」の名称・事務所の所在地、「代表者」の職・氏名・住所の欄

る届出書 と、「事業所」の所在地、「管理者」の氏名・住所の欄を、取り違えない

（別添届出書） よう注意

・フリガナ、郵便番号、電話・ＦＡＸ番号等に記入漏れがないよう注意

・「実施事業」欄は、「通所介護」に○印

・「指定（許可）年月日」欄に記入

・「異動等の区分」欄は、該当項目に○印

・「異動（予定）年月日」欄は、各月１５日までに提出する場合は翌月１日

と、各月１６日以降に提出する場合は翌々月１日と記入

・「介護保険事業所番号」は、誤記入に注意

・変更の場合、「異動項目」欄及び「特記事項」の「変更後」欄に変更内容

を具体的に記入 ※例えば、「○○○体制を追加」等と記入
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提出書類 書類提出前の自主確認事項

介護給付費算定に ・複数の単位がある場合（県に届け出ている場合）は、単位ごとに「体制等

係る体制等状況一 状況一覧表」を作成の上、欄外に分かりやすく「１単位目」「２単位目」

覧表 と記入して、全ての単位分を提出

（別紙１-１） ・「記入担当者氏名」欄に、記入

通所介護 ・「事業所番号」欄は、誤記入に注意

・「事業所名」欄に誤って法人名等を記入しないよう注意

・「記入担当者電話番号」、「異動区分」、「事業所電話番号」の各欄の記

入漏れに注意

適用開始年月日 ・「体制等に関する届出書」の「異動（予定）年月日」欄と同じ日付を記入

施設等の区分 ・該当区分のいずれかに○印

※「通常規模の事業所」とは、前年度の平均利用延人員数が750人以内

の事業所

※「大規模の事業所(Ⅰ)」とは、前年度の平均利用延人員数が750人超

900人以内の事業所

※「大規模の事業所(Ⅱ)とは、前年度の平均利用延人員数が900人超の

事業所

・｢事業所規模に係る届出書（通所介護事業所）（別紙３－１）｣を添付

職員の欠員によ ・人員基準を満たしている場合：「1 なし」に○印

る減算の状況 ・人員基準を満たしていない場合：該当する職種に○印、「従業者の勤務体

制及び勤務形態一覧表（参考様式１）」を添付

※複数の単位がある場合（県に届け出ている場合）は、単位ごとに「従業

者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を作成の上、全ての単位分を提出

（「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の添付が必要な他の加算

についても同様の取扱いとする）

感染症又は災害の ・「1 なし」、「2 あり」のいずれかに○印

発生を理由とする ・「（別紙4）感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬に

利用者数の減少が よる評価届出様式」を添付

一定以上乗じてい

る場合の対応

時間延長サービ ・「1 対応不可」、「2 対応可」のいずれかに○印

ス体制 ※「2 対応可」の場合は、実際に利用者に対して延長サービスを行うこ

とが可能な体制にあることを運営規程と照合し確認

共生型サービスの ・「１ なし」「２ あり」のいずれかに○を付しているか。

提供（生活介護事

業所、自立訓練事

業所、児童発達支

援事業所、放課後

等デイサービス事

業所）
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提出書類 書類提出前の自主確認事項

生活相談員配置 ※共生型通所介護のみが対象の加算

等加算 ・「1.なし」、「2.あり」のいずれかに○を付しているか。

・「2.あり」の場合は、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式

1）」及び「資格証の写し」（生活相談員のみで可能）を添付しているか。

入浴介助加算 ・「1 なし」、「２ 加算Ⅰ（旧ありに相当）」「３ 加算Ⅱ」のいずれか

に○印

・加算を算定する場合は、入浴施設の「平面図」及び「写真」（少なくとも

２方向）を添付（指定申請と同時に入浴介助体制を届出し、当該申請書に

入浴施設の「平面図」及び「写真」を添付している場合はコピーで可）

中重度者ケア体 ・加算を算定する場合は、加算算定開始月の勤務形態一覧表（参考様式1）

制加算 と中重度者ケア体制加算に係る確認表（県参考様式）を添付すること。

生活機能向上連 ・「1 なし」、「３ 加算Ⅰ」、「２ 加算Ⅱ」のいずれかに○印

携加算

個別機能訓練 ・「1 なし」、「2 加算Ⅰイ」「3 加算Ⅰロ」のいずれかに○印

加算 ・「2 あり」の場合は、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考

様式１）」及び「資格証の写し」、「研修修了書の写し（※）」を添付

・資格のある機能訓練指導員を配置しているかを確認。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師 、あん

摩マッサージ指圧師又は一定の実務経験を有するはり師、きゅう師（※）（

以下「理学療法士等」という。）

※一定の実務経験を有するはり師、きゅう師とは、理学療法士、作業療法士

、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有

する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上勤務し、機能訓練指導に従

事した経験を有する者（以下「理学療法士等」という。）

・「2 加算Ⅰイ」を算定する場合は、専ら機能訓練指導員の職務に従事す

る理学療法士等を１名以上配置していること。（運営基準上配置を求めて

いる機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。）

・「3 加算Ⅰロ」を算定する場合は、サービス提供時間帯を通じて専ら機

能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置していること

。（運営基準上配置を求めている機能訓練指導員に加えて専従で1名以上

配置。）

・加算（Ⅰイ）・（Ⅰロ）ともに、常勤要件はないが、理学療法士等が直接

訓練の提供を行わなければならず、直接訓練の提供を行った利用者のみ加

算算定が可能である。

認知症加算 ・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）［加算算定開始月のもの］

・認知症加算に係る確認表(県参考様式）

・認知症介護に係る所定の研修等を修了したことが確認できる書類
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若年性認知症利 ・「1 なし」、「2 あり」のいずれかに○印

用者受入加算

栄養改善体制 ・「1 なし」、「2 あり」のいずれかに○印

・「2 あり」の場合は、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考

様式１）」及び「資格証の写し」を添付

※管理栄養士を１名以上配置していることを運営規程と照合し確認

（委託先のみに配置の場合は加算の算定不可）

提出書類 書類提出前の自主確認事項

口腔機能向上加 ・「1 なし」、「2 あり」のいずれかに○印

算 ・「口腔機能向上加算（Ⅱ）」を算定するためには、「LIFEへの登録」が

（名称変更） 「2 あり」であることが必要

・「2 あり」の場合は、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考

様式１）」及び「資格証の写し」を添付

※言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していることを確認

ADL維持等加 ・加算を算定するためには「LIFEへの登録」が「２ あり」であることが必

算 要

（Ⅰ）・（Ⅱ） ・令和３年度の評価対象期間は、加算の算定を開始する月の前年の同月から

・（Ⅲ） １２月後までの１年間とする。ただし、令和３年４月１５日までに算定基準

に適合しているものとして届出を行う場合、令和３年４月からADL維持等

加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定することができる。

その場合の評価対象期間については次のいずれかである。

１．令和２年４月から令和３年３月までの期間

２．令和２年１月から令和２年１２月までの期間

・令和３年度介護報酬改定前のADL維持等加算に係る届け出を行っている

事業所であって、令和３年度介護報酬改定後のADL維持等加算にかかる届

け出を行っていないものに限り、令和５年３月３１日までの間は、ADL維

持等加算Ⅲを算定することができる。

その場合、ADL維持等加算に係る届出書（別紙１９）の提出が必要

科学的介護推進 ・「1 なし」、「2 あり」のいずれかに○印

体制加算 ・加算を算定するためには、「LIFEへの登録」が「2 あり」であることが

必要
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提出書類 書類提出前の自主確認事項

サービス提供体 ①サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙１２－3）

制強化加算 ※研修の実施等、加算の要件をすべて満たすこと。

※新たに事業開始する事業所については、４月目以降に届出が可能

介護職員処遇改 ・「1 なし」､「6 加算Ⅰ」､「5 加算Ⅱ」､「2 加算Ⅲ」､「3 加算Ⅳ」､

善加算 「4 加算Ⅴ」のいずれかに○印

※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」とは別に、介護職員処遇

改善加算届出書や変更届出書が必要（提出期限に注意！）

※各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月末日まで

に、実績報告が必要

介護職員等特定 ・「1 なし」、「2 加算Ⅰ」、「3 加算Ⅱ」のいずれかに○印

処遇改善加算 ※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」とは別に、介護職員等特

定処遇改善計画書等の提出が必要（提出期限に注意！）

※各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月末日まで

に、実績報告が必要
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老老発0316 第4号

令和3年3月16 S 

各都道府県介護保険主管部（局）長 殿

厚生労働省老健局老人保健課長

（ 公 印 省 略 ）

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに

事務処理手順及び様式例の提示について

科学的介護情報システムに関連する各加算の算定については、 「指定居宅サ ー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準（訪間通所サ ー ビス、居宅療養管理指

導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算

定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 12 年3月1日

老企第36号。 以下 「 訪間通所サ ー ビス通知」という。）、 「指定居宅サ ー ビスに要

する費用の額の算定に関する基準 （短期入所サ ー ビス及び特定施設入居者生活

介護に係る部分）及び指定施設サ ー ビス等に要する費用の額の算定に関する基

準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12年3月8日老企第40号）、

「指定介護予防サ ー ビスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実

施上の留意事項について」（平成18年3月17日老計発第0317001号、 老振発第

0317001号、老老発第0317001号）、 「指定地域密着型サ ー ビスに要する費用の額

の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サ ー ビスに要する費用の額の

算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成18年3月31

日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号）及び 「特別

診療費の算定に関する留意事項について」（平成30年4月25 S老老発0425 第

2号） において示しているところであるが、今般、基本的な考え方並びに事務処

理手順及び様式例を下記のとおりお示しするので、御了知の上、各都道府県にお

かれては、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、

その取扱いに当たっては遺漏なきよう期されたい。

記

第1 基本的考え方
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1 科学的介護情報システム(LIFE) について

厚生労働省では、 平成 28 年度から通所 ・訪問リハビリテ ーションデー タ

収集システム（以下 「VISIT」という。）を運用し、 リハビリテ ーショ

ンマネジメントで活用されるリハビリテ ーション計画書等の情報を収集す

るとともに、 令和2年5月から高齢者の状態やケアの内容等デ ー タ収集シ

ステム（以下 「CHASE」という。）を運用し、 利用者又は入所者 （以下
「利用者等」という。）の心身の状況や提供されるサー ビス等に関する情報

を収集してきた。

令和3年4月1日より、 VISIT及びCHASEの一 体的な運用を閲

始するとともに、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、名称を 「科学的

介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence)」

（以下 「LIFE」という。）とすることとした。 なお、 LIFEの利用申

請手続等については、 「「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等に

ついて」（令和3年2月19日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）を参照

されたい。

URL : htt s: //www. mhlw. o. ·/ stf/ shin i2/0000198094_00037. html 

2 LIFEを用いたPDCAサイクルの推進及びサー ビスの質の向上につ

いて

令和3年度介護報酬改定において、 科学的に効果が裏付けられた自立支

援·重度化防止に資する質の高いサー ビス提供の推進を目的とし、LIFE

を用いたPDCAサイクルの推進及びサー ビスの質の向上を図る取組を推

進することとされた。

PDCAサイクルとは、 利用者等の状態に応じたケア計画等の作成

(Plan)、 当該計画等に基づくサー ビスの提供 (Do)、 当該提供内容の評価

(Check)、 その評価結果を踏まえた当該計画等の見直し・改善 (Action) の
一連のサイクルのことであり、PDCAサイクルの構築を通じて、継続的に

サー ビスの質の管理を行うことにより、 サー ビスの質の向上につなげるこ

とを目指すものである。

PDCAサイクルに沿った取組を進める中で作成された、 ケア計画等の

情報をLIFEに提出することで、利用者等単位又は事業所・施設単位で解

析された結果のフィ ー ドバックを受けることができる。 このフィ ー ドバッ

ク情報を活用することで、 利用者等の状態やケアの実績の変化等を踏まえ

たケア計画等の見直し ・ 改善を行うことが可能となり、サー ビスの質の一層

の向上につなげることが可能となる。

以上の観点から、第2に規定する各加算については、LIFEへの情報提
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出及びフィ ー ドバック情報を活用したPDCAサイクルの推進及びサー ビ

スの質の向上を求めることとしている。

第2 LIFEに関連する加算

1 科学的介護推進体制加算

(1) 通所サー ビス、 居住サー ビス及び多機能サー ビスにおける科学的介護

推進体制加算

ア LIFEへの情報提出頻度について

利用者ごとに、（ア）から（エ）までに定める月の翌月10日までに提

出すること。なお、情報を提出すべき月についで情報の提出を行えない

事実が生じた場合、 直ちに訪間通所サー ビス通知第1の5の届出を提

出しなければならず、 事実が生じた月のサー ビス提供分から情報の提

出が行われた月の前月までの間について、 利用者全員について本加算

を算定できないこと（例えば、 4月の情報を5月10日までに提出を行

えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、 4月サー ビス提供分か

ら算定ができないこととなる。）。

（ア） 本加算の算定を開始しようとする月においてサ ー ビスを利用

している利用者（以下 「既利用者 」 という。）については、 当該

算定を開始しようとする月

（イ） 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサー ビスの

利用を開始した利用者（以下 「新規利用者 」 という。）について

は、 当該サー ビスの利用を開始した日の属する月

（ウ） （ア）又は（イ）の月のほか、 少なくとも6月ごと

（エ） サー ビスの利用を終了する日の属する月

イ LIFEへの提出情報について

事業所の全ての利用者について、別紙様式1(科学的介護推進に関す

る評価（通所・居住サー ビス ））にある 「評価日 」、 「前回評価日 」、 「 障

害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者のH常生活自立度 」、 「総

論(ADL及び在宅復帰の有無等に限る。）」、 「 口腔・栄養」 及び「認知

症（必須項目に限る。）」 の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除

き、 すべて提出すること。また、 「総論（既往歴、 服薬情報及び同居家

族等に限る。）」 及び 「認知症（任意項目に限る。）」 の各項目に係る情報

についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。なお、フィ ー

ドバックについては必須情報以外も含め提出されだ情報に基づき実施

されるものであること。

また、提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とするこ
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と。

• ア （ア） に係る提出情報は、 当該算定開始時における情報

• ア（イ）に係る提出情報は、 当該サ ー ビスの利用開始時における情

報

• ア （ウ） に係る提出情報は、 前回提出時以降の情報

• ア（エ）に係る提出情報は、 当該サ ー ビスの利用終了時における情

報

(2) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護老人福祉施設に

おける科学的介護推進体制加算(I)及び(II)

ア LIFEへの情報提出頻度について

通所サ ー ビス 、 居住サ ー ビス及び多機能サ ー ビスにおける科学的介

護推進体制加算と同様であるため、(1)アを参照されたい。

イ LIFEへの提出情報について

科学的介護推進体制加算(I)については、 施設における入所者全員

について 、別紙様式2 (科学的介護推進に関する評価（施設サ ー ビス））

にある
「評価日」、 「前回評価日」、 「 障害高齢者の日常生活自立度又は認

知症高齢者の日常生活自立度 」、 「総論(ADL及び在宅復帰の有無等に

限る。）」、 「 口腔・栄養」及び 「 認知症（必須項目に限る。）」の各項目に

係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。 また、 「総

論（既往歴 、 服薬情報及び同居家族等に限る）」 及び 「 認知症（任意項

目に限る。）」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ま

しいこと。

科学的介護推進体制加算(II)については、 施設における入所者全員

について 、 科学的介護推進体制加算(I)で必須とされる情報に加え、
「総論（既往歴及び同居家族等に限る。）」に係る情報を、やむを得ない

場合を除き、 すべて提出すること。 また、 「総論（服薬情報に限る。）」

及び 「 認知症（任意項目に限る。）」に係る情報についても、 必要に応じ

て提出することが望ましいこと。

なお、 フィ ー ドバックについては必須情報以外も含め提出された情

報に基づき実施されるものであること。

また、提出情報の時点は、通所サ ー ビス 、居住サ ー ビス及び多機能サ
ー ビスにおける科学的介護推進体制加算と同様であるため、(1)イ後段

を参照されたい。

(3) 介護老人保健施設及び介護医療院における科学的介護推進体制加算

(I)及び(II)

ア LIFEへの情報提出頻度について
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通所サ ー ビス 、 居住サ ー ビス及び多機能サ ー ビスにおける科学的介

護推進体制加算と同様であるため、(1)アを参照されたい。

イ LIFEへの 提出情報について

科学的介護推進体制加算(I)については、 施設における入所者全員

について、別紙様式2(科学的介護推進に関する評価（施設サ ー ビス））

にある 「評価日」、 「前回評価日」、 「 障害高齢者の日常生活自立度又は認

知症高齢者の日常生活自立度」、 「総論(ADL及び在宅復帰の有無等に

限る。）」、 「 口腔・栄養」 及び 「 認知症（必須項目に限る。）」 の各項目に

係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。 また、 「総

論（既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。）」 及び 「 認知症（任意項

目に限る。）」に係る情報についても 、必要に応じて提出することが望ま

しいこと。

科学的介護推進体制加算(II)については、 施設における入所者全員

について、 科学的介護推進体制加算(I)で必須とされ る情報に加え、
「総論（既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。）」 に係る情報を、や

むを得ない場合を除き、 すべて提出すること。 また、 「 認知症（任意項

目に限る。）」に係る情報についても 、必要に応じて提出することが望ま

しいこと。

なお、 提出情報の時点は、通所サ ー ビス 、居住サ ー ビス及び多機能サ
ー ビスにおける科学的介護推進体制加算と同様であるため、(1)イ後段

を参照されたい。

(4) 猶予期間の 設定について

令和3年度においては、 LIFEに対応した介護記録システム等を導

入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設については、(1)ア 、

(2)ア及び(3)アの規定にかかわらず、 一定の経過措置を設 けることとする。

具体的には、

• 令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合

は、 算定を開始しようとする月の5月後の月

又は、

• 令和3年10月から令和4年2月末日までの間に本加算の算定を関始

する場合 は、 令和4年3月

の翌月10日までに提出することを可能とする猶予期間を設 けることとし、

当該猶予の適用を必要とする理由及び 提出予定 時期等を盛り込んだ計画

を策定することで 、 猶予措置の適用を受け本加算の算定をできる ものと

する（ 本計画については、指定権者への届出までを求める もので はないが、

求められた場合には速やかに提出すること）。 なお、 猶予期間終了後 、 情
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報提出を行うに当たっては、(1)ア、(2)ア及び(3)アに規定する時点における

情報の提出が必要であること。 また、猶予期間の終了時期を待たず、 可能

な限り早期に(1)ア、 (2)ア及び(3)アの規定に従い提出することが望ましい

こと。

なお、 提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、

算定した当該加算については、 遡り過誤請求を行うこと。

2 個別機能訓練加算(II)

(1) LIFEへの情報提出頻度について

利用者ごとに、 アからウまでに定める月の翌月10日までに提出するこ

と。

ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月

イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月

ウ ア又はイのほか、 少なくとも3月に1回

(2) LIFEへの提出情報について

ア 「 リハビリテ ー ション ・ 個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施

に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」 （令和3年3月16日老振発0316第3号、 老老発0316第2号） 別

紙様式3 - 3 (個別機能訓練計両書） にある 「評価日」、 「職種」、 「AD

L」、 「 IADL」 及び 「起居動作」並びに別紙様式3にある 「作成日」、

「前回作成日」、 「初回作成日」、 「 障害高齢者の日常生活自立度又は認知

症高齢者の日常生活自立度」、 「健康状態 ・ 経過（病名及び合併疾患 ・ コ

ントロール状態に限る。）」、 「個別機能訓練の目標」 及び 「個別機能訓練

項目（プログラム内容、留意点、頻度及び時間に限る。）」 の各項目に係

る情報をすべて提出すること。

イ 提出情報は、 以下の時点における情報とすること。

• (1)ア及びイに係る提出情報は、当該情報の作成又は変更時における

情報

・ (1)ウに係る提出情報は、 前回提出時以降の情報

3 ADL維持等加算

(1) LIFEへの情報提出頻度について

利用者等ごとに、 評価対象利用閲始月及び評価対象利用閲始月の翌月

から起算して6月目の月の翌月10日までに提出すること。

なお、 情報を提出すべき月においての情報の提出を行っていない事実

が生じた場合は、 直ちに訪間通所サ ー ビス通知第1の5の届出を提出し
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併疾患・コントロ ール状態に限る。）」、 「日常生活自立度又は認知症高齢

者の日常生活自立度判定基準 」、 「 心身機能・構造」、 「活動（基本動作、

活動範囲など）」、 「活動 (AD L) 」、 「リハビリテ ー ションの短期目標

（今後3ヶ月）」、 「リハビリテ ー ションの長期目標 」、 「リハビリテ ー シ

ョンの終了目安」、 「社会参加の状況」、 及び 「リハビリテ ー ションサ ー

ビス （目標、担当職種、 具体的支援内容、 頻度及び時間に限る。）」 の各

項目に係る情報をすべて提出すること。

イ 提出情報の時点は、個別機能訓練加算(II)と同様であるため、 2(2)イ

を参照されたい。

6 褥暦マネジメント加算

(1) LIFEへの情報提出頻度について

利用者等ごとに、 アからウまでに定める月の翌月10日までに提出する

こと。 なお、情報を提出すべき月についで情報の提出を行えない事実が生

じた場合、 直ちに訪間通所サ ー ビス通知第1の5の届出を提出しなけれ

ばならず、 事実が生じた月のサ ー ビス提供分から情報の提出が行われた

月の前月までの間について、 利用者 全員について本加算を算定できない

こと （例えば、 4月の情報を5月10日までに提出を行えない場合は、 直

ちに届出の提出が必要であり、 4月サ ー ビス提供分から算定ができない

こととなる。）。

ア 本加算の算定を開始しようとする月においてサ ー ビス利用している

利用者等（以下 「既利用者等」 という。）については、 当該算定を開始

しようとする月

イ 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサ ー ビスの利用を

開始した利用者等（以下 「新規利用者等」 という。）については、 当該

サ ー ビスの利用を開始した日の属する月

ウ 褥癒の発生と関係のあるリスクに係る評価を行った日の属する月

（評価は少なくとも3月に1回行うものとする。）

(2) LIFEへの提出情報について

ア 事業所・施設における利用者等全員について、 「指定居宅サ ー ビスに

要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サ ー ビス及び特定施設

入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サ ー ビス等に要する費用の

額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 」 別紙

様式5又は 「 指定地域密着型サ ー ビスに要する費用の額の算定に関す

る基準及び指定地域密着型介護予防サ ー ビスに要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 」別紙様式5 (褥
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癒対策に関するスクリー ニング・ケア計画書）にある 「評価H」、 「計画

作成日」、「褥癒の有無」及び 「危険因子の評価」の各項目に係る情報を、

やむを得ない場合を除き、 すべて提出すること。

イ 褥癒がある利用者等については、同様式にある 「褥癒の状態の評価」

に係る情報も提出すること。

ウ 提出情報は、利用者等ごとに、以下の時点における情報とすること。

• (1)アに係る提出情報は、介護記録等に基づき、既利用者等ごとの利

用開始時又は施設入所時における評価の情報及び当該算定開始時に

おける情報

• (1)イに係る提出情報は、 当該サ ー ビスの利用開始時における情報

• (1)ウに係る提出情報は、 当該評価時における情報

(3) 猶予期間の設定について

令和3年度においては、 LIFEに対応した介護記録システム等を導入

するために時間を要する等の事情のある事業所・施設については、(1)の規

定にかかわらず、一定の経過措置期間を設けることとする。具体的には、

令和4年4月10日までに提出することを可能とする猶予期間を設けるこ

ととし、 当該猶予期間の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛

り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け、本加算を算定で

きるものとする。 なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、

(1)に規定する時点における情報の提出が必要であること。 また、猶予期間

の終了時期を待たず、 可能な限り早期に(1)の規定に従い提出することが

望ましいこと。

なお、 提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、

算定した当該加算については、 遡り過誤請求を行うこと。

7 褥癒対策指導管理(II)

(1) LIFEへの情報提出頻度について

褥癒対策指導管理(I)を算定する入所者ごとに、 アからウまでに定め

る月の翌月10日までに提出すること。

ア 本加算の算定を閲始しようとする月においてサ ー ビス利用している

入所者（以下 「既入所者」 という。）については、 当該算定を開始しよ

うとする月

イ 本加算の算定を閲始しようとする月の翌月以降にサ ー ビスの利用を

開始した入所者（以下 「新規入所者」 という。）については、 当該サ ー

ビスの利用を開始した日の属する月

ウ 褥術の発生と関係のあるリスクに係る評価を行った日の属する月
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（評価は少なくとも3月に1回行うものとする。）

(2) LIFEへの提出情報について

ア 「特別診療費の算定に関する留意事項について」別添様式3 (褥瘤対

策に関する診療計画書）にある 「評価日」、「計画作成日」、「 褥瘤の有無」

及び 「危険因子の評価」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除

き、 すべて提出すること。

イ また 、褥癒がある入所者については、同様式にある 「 褥癒の状態の評

価」 に係る情報も提出すること。

ウ 提出情報の時点は、褥術マネジメント加算と同様であるので、6(2)ウ

を参照されたい。

8 排せつ支援加算

(1) LIFEへの情報提出頻度について

褥府マネジメント加算と同様であるので、6(1)を参照されたい。

(2) LIFEへの提出情報について

ア 事業所・施設における利用者等全員について 、 「指定居宅サ ー ビスに

要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サ ー ビス及び特 定施設

入居者生活介護に係る部分） 及び指定施設サ ー ビス等に要する費用の

額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 別紙

様式6又は 「 指定地域密着型サ ー ビスに要する費用の額の算定に関す

る基準及び指定地域密着型介護予防サ ー ビスに要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式6 (排

せつの状態に関するスクリ ー ニング・支援計画書） にある 「評価日」、

「計画作成日」、「 排せつの状態及び今後の見込み」、「 排せつの状態に関

する支援の必要性」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、

すべて提出すること。

イ 提出情報の時点は、褥癒マネジメント加算と同様であるので、6(2)ウ

を参照されたい。

(3) 令和3年度における取扱いは褥癒マネジメント加算と同様であるので、

6(3)を参照されたい。

9 自立支援促進加算

(1) LIFEへの情報提出頻度について

褥府マネジメント加算と同様であるので、6(1)を参照されたい。

(2) LIFEへの提出情報について

ア 施設における入所者全員について 、 「指定居宅サ ー ビスに要する費用
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の額の算定に関する基準（短期入所サ ー ビス及び特定施設人居者生活

介護に係る部分） 及び指定施設サ ー ビス等に要する費用の額の算定に

関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 別紙様式7又は

「指定地域密着型サ ー ビスに要する費用の額の算定に関する基準及び

指定地域密着型介護予防サ ー ビスに要する費用の額の算定に関する基

準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式7 (自立支援促進

に関する評価・支援計画書）にある 「評価日」、「計画作成日」、「現状の

評価と支援計画実施による改善の可能性」及び 「支援実績」の各項目に

係る情報を 、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。

イ 提出情報の時点は、褥癒マネジメント加算と同様であるので 、6(2)ウ

を参照されたい。

10 かかりつけ医連携薬剤調整加算(II)

(1) LIFEへの情報提出頻度について

入所者ごとに 、 ア から エまでに定める月の翌月10日までに提出するこ

と。

ア 施設に入所した日の属する月

イ 処方内容に変更が生じた日の属する月

ウ ア又はイの月のほか、少なくとも3月に1回

エ 施設を退所する日の属する月

(2) LIFEへの提出情報について

入所期間が 3月以上であると見込まれる入所者について 、(1)ア 、ウ及び

工の月においては 「傷病名」及び 「処方薬剤名」の情報をいずれも、 (1)イ

の月においてはこれ らの情報に加え、「指定居宅サ ー ビスに要する費用の

額の算定に関する基準（短期入所サ ー ビス及び特定施設入居者生活介護

に係る部分） 及び指定施設サ ー ビス等に要する費用の額の算定に関する

基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式9 (薬剤変更等に

係る情報提供書）にある 「変更・減薬・減量の 別」及び 「変更・減薬・減

量理由」の各項目に係る情報をすべて提出すること。

提出情報は、以下の時点における情報とすること。

• (1)アに係る提出情報は、当該入所時における情報

• (1)イに係る提出情報は、当該変更時における情報

• (1)ウに係る提出情報は、前回提出時以降における情報

• (1)エに係る提出情報は、当該退所時における情報

(3) 令和3年3月31日以前に入所した者については、当該者に係る施設入

所時の 「傷病名」及び 「処方薬剤名」の情報及び施設入所日以降令和3年
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3月31 日までの間に処方内容の変更があった場合は 「傷病名」及び 「処

方薬剤名」並びに 「変更・減薬・減量の別」及び 「変更・減薬・減量理由」

の情報を、 令和3年5月10日までに提出すること。

11 薬剤管理指導の注2の加算

(1) LIFEへの情報提出頻度について

入所者ごとに、 アからエまでに定める月の翌月10日までに提出するこ

と。

ア 本加算の算定を閲始しようとする月において施設に入所している入

所者については、 当該算定を開始しようとする月

イ 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降に施設に入所した入

所者については、 当該施設に入所した日の属する月

ウ 処方内容に変更が生じた日の属する月

エ ア、 イ又はウの月のほか、 少なくとも3月に1回

(2) LIFEへの提出情報について

(1)ア、 イ及びエの月においては 「傷病名」及び 「処方薬剤名」の情報を

いずれも、(1)ウの月においてはこれらの情報に加え、 「指定居宅サ ー ビス

に要する費用の額の算定に関する基準 （短期入所サ ー ビス及び特定施設

入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サ ー ビス等に要する費用の額

の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 別紙様式

9 (薬剤変更等に係る情報提供書）にある 「変更・減薬·減量の別」及び
「変更・減薬・減量理由」の各項目に係る情報をすべて提出すること。

提出情報は、 以下の時点における情報とすること。

• (1)アに係る提出情報は、当該算定を開始しようとする月時点における

情報及び当該者の施設入所時における情報

• (1)イに係る提出情報は、 当該入所時における情報

• (1)ウに係る提出情報は、 当該変更時における情報

• (1)エに係る提出情報は、 前回提出時以降における情報

12 栄養マネジメント強化加算

(1) LIFEへの情報提出頻度について

個別機能訓練加算(II)と同様であるため、 2(1)を参照されたい。なお、

情報を提出すべき月についで情報の提出を行えない事実が生じた場合、

直ちに訪間通所サ ー ビス通知第1の5の届出を提出しなければならず、

事実が生じた月のサ ー ビス提供分から情報の提出が行われた月の前月ま

での間について、利用者全員について本加算を算定できないこと（例えば、
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4月の情報を5月10日までに提出を行えない場合は、 直ちに届出の提出

が必要であり、 4月サ ー ビス提供分から算定ができないこととなる。）。

(2) LIFEへの提出情報について

ア 施設における入所者全員について、 「リハビリテ ー ション ・ 個別機能

訓練、 栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事

務処理手順及び様式例の提示について」別紙様式4-1 (栄養•摂食聴

下スクリーニング ・ アセスメント ・ モニタリング（施設）（様式例）） に

ある 「実施日」、 「低栄養状態のリスクレベル」、 「低栄養状態のリスク

（状況）」、 「食生活状況等」、 「 多職種による栄養ケアの課題（低栄養関

連間題）」、 「総合評価」 及び 「 計画変更」 の各項目に係る情報を、 やむ

を得ない場合を除き、 すべて提出すること。

イ 経口維持加算(I)又は(II)を算定している入所者については、 アの

情報に加え、同様式にある 「摂食 ・ 礁下の課題」、 「食事の観察」及び 「 多

職種会議」 の各項目に係る情報も提出すること。

ウ 提出情報の時点は、個別機能訓練加算(II)と同様であるため、 2(2)イ

を参照されたい。

(3) 令和3年度における取扱いは褥術マネジメント加算と同様であるので、

6(3)を参照されたい。

13 栄養アセスメント加算

(1) LIFEへの情報提出頻度について

入所者ごとに、 ア及びイに定める月の翌月 10 日までに提出すること。

ア 栄養アセスメントを行った日の属する月

イ アの月のほか、 少なくとも3月に1回

なお、 情報を提出すべき月についで情報の提出を行えない事実が生じ

た場合、 直ちに訪問通所サ ー ビス通知第1の5の届出を提出しなければ

ならず、 事実が生じた月のサ ー ビス提供分から情報の提出が行われた月

の前月までの間について、 利用者全員について本加算を算定できないこ

と （例えば、 4月の情報を5月10日までに提出を行えない場合は、 直ち

に届出の提出が必要であり、 4月サ ー ビス提供分から算定ができないこ

ととなる。）。

(2) LIFEへの提出情報について

利用者全員について、 「リハビリテ ー ション ・ 個別機能訓練、 栄養管理

及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について」別紙様式5 - 1 (栄養スクリーニング ・ アセスメン

ト ・ モニタリング （通所 ・ 居宅）（様式例）） にある 「実施日」 「低栄養状
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態のリスクレベル」「 低栄養 状態のリスク（状況）」「食生活状況等」「 多職

種による栄養ケアの課題（低栄養関連問題）」及び 「総合評価」の各項目

に係る情報を 、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。 ただし 、

食事の提供を行ってい ない場合 など、 「食生活の状況等」及び 「 多職種に

よる栄養ケアの課題（低栄養関連間題）」の各項目に係る情報 のうち、 事

業所で把握できない ものまで 提出を求めるものではない こと。

提出情報は、 利用者ごとに 、 以下の時点における情報とすること。

• (1) アに係る提出情報は、 当該アセスメントの実施 時点における情報

• (1)イにおける提出情報は、 前回提出 時以降における情報

14 口腔衛生管理加算(II)

(1) LIFEへの情報提出頻度について

個別機能訓練加算(II)と同様であるため、 2(1)を参照されたい。

(2) LIFEへの提出情報について
「指定居宅サ ービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所

サ ービス 及び特定施設入居者生活介護に係る部分） 及び指定施設サ ービ

ス 等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事

項について」別紙様式3又は「指定地域密着型 サ ービスに要する費用の額

の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サ ービスに要する費用

の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 別紙

様式1 (口腔衛生管理加算 様式（実施 計画）） にある 「要介護度・病名

等」、 「 かかりつけ歯科医」、 「入れ 歯の使用」、 「食形態」、 「誤應性肺炎の発

症· 罹患」、 「口腔に関する間題点 （スク リー ニング）」、 「口腔衛生の管理

内容（アセスメント）（実施目標、 実施 内容及び 実施頻度に限る。）」及び
「 歯科衛生士が実施した口腔衛生等の管理及び介護職員への技術的助言

等の内容」の各項目に係る情報をすべて提出すること。

提出情報 の時点は、個別機能訓練加算(II)と同様であるため、 2(2)イを

参照されたい。

15 日腔機能向上加算(II)

(1) LIFEへの情報提出頻度について

個別機能訓練加算(II)と同様であるため、 2(1)を参照されたい。

(2) LIFEへの提出情報について
「 リハビリテ ー ション ・ 個別機能訓練 、 栄養 管理及び口腔 管理の実施に

関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び 様式例の提示について」

別紙様式8 (口腔機能向上サ ービスに関する計画書（様式例））にある 「 か
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かりつけ歯科医」、 「入れ歯の使用」、 「食形態等」、 「誤嗚性肺炎の発症・罹

患」、 「スクリーニング、 アセスメント、 モニタリング」、 「 口腔機能改善管

理計画」及び 「 実施記録」の各項目に係る情報をすべて提出すること。

提出情報の時点は、個別機能訓練加算(II)と同様であるため、 2(2)イを

参照されたい。
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各都道府県介護保険主管部（局）長 殿

老認発0316第4号

老老発0316第3号

令和3年3月16日

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長

（ 公 印 省 略 ）

厚 生 労 働 省 老 健 局 老人保健課 長

（ 公 印 省 略 ）

通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が

一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び

様式 例の提示について

通所介護、 通所リハビリテ ー ション、地域密着型通所介護及び（介護予防） 認知症対応型

通所介護（以下 「通所介護等」 という。） については、 「令和3年度介護報酬に関する審議報

告」（令和2年12月23日社会保障審議会介護給付費分科会（※）） を踏まえ、 感染症や災害

の発生を理由として利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサ ー ビス提供を可能

とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応する

ための加算や、事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例を設けることによる評価を行うこ

とにしました。

今般、 当該加算や特例による評価の詳細について、別紙のとおりお示ししますので、管内

市町村、 サ ー ビス事業所等への周知をお願いします。 また、 今回の取扱いについて分かりや

すくお伝えする観点や事務手続きの簡素化を図る観点から、参考資料（感染症又は災害の発

生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価）及び届出様式（例）を作成しましたので、

あわせてご確認ください。

（※）参考：「令和3年度介護報酬に関する審議報告」

（令和2年12月23日社会保障審議会介護給付費分科会）（抄）

II 1④通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応 ※＊：介護予防

【通所介護、 通所リハビリテ ー ション、 地域密着型通所介護、 認知症対応型通所介護＊】
通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者が減少した場合に、状況に即し

た安定的なサ ー ビス提供を可能とする観点から、 以下の見直しを行う。
ア 事業所規模別の報酬区分の決定にあたって、 より小さい規模区分がある大規模型につい

て、前年度の平均延べ利用者数ではなく、感染症や災害の影響により延べ利用者数の減が生
じた月の実績を基礎とすることができることとする。

イ 通所介護等について、 感染症や災害の影響により延べ利用者数の減が生じた月の実績が
前年度の平均延べ利用者数から一定割合以上減少している場合、 一定期間、臨時的な利用者
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の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための評価を行う。
現下の新型コロナウイルス感染症の影響による 一定割合以上の利用者減に対する適用に

あたっては、 年度当初から即時的に対応を行う。
イの評価の部分については、 区分支給限度基準額の算定に含めないこととする。

------------------------------------------------------------------------------------------------' 
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I 別紙 I

通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上

生じている場合の加算や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例による評価

I 適用できる加算や特例の概要

0 通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上

生じている場合における、 提供するサ ー ビス別（通所介護・通所リハビリテ ー ション

の場合は、 事業所規模別の報酬区分 別）の評価方法は以下のとおりである。 なお、 以

下(1)(2)における事業所規模別の報酬区分は、 利用延人員数の減が生じた月（以

下「減少月 」という。）の区分によるものとする。

0 基本報酬への3%加算（以下「3%加算 」という。）や事業所規模別の報酬区分の決

定に係る特例（以下「規模区分の特例 」という。）の対象となる感染症又は災害につい

ては、 これが発生した 場合 、 対象となる旨を厚生労働省から事務連絡により お知らせ

する。 なお、 今般の新型コロナウイルス感染症は、 3%加算や規模区分の特例の対象

となる。

(1)通所介護（通常規模型）、 通所リハビリテ ー ション（通常規模型）、 地域密着型通所

介護（療養通所介護を除く。 以下同じ。）、（ 介護予防）認知症 対応型通所介護

3%加算の算定を行う。

(2)通所介護（大規模型l、 大規模型II)、 通所リハビリテ ー ション（大規模型I、 大

規模型II)

3%加算の算定又は規模区分の特例の適用いずれかを行う。

当該加算の算定 要件及び当該特例の適用要件のいずれにも 該当する事業所におい

ては、 規模区分の特例を適用することとする。

II 3%加算の算定要件・規模区分の特例の適用要件及び当該加算•特例の詳細

(1) 3 %加算

・ 減少月の利用延人員数が、 当該減少月の前年度の1月 当た りの平均利用延人員数

（以下「算定基礎」という。）から100分の5(以下「5%」と表記する。）以上減少

している場合に、 当該減少月の翌々月から3月以内に限り 、 基本報酬（※）の100分

の3(以下「3%」と表記する。）に相当する単位数を加算 する。

（※）「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成12年2月10日厚生省告

示第 19号） の別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の6のイ通常規模型通所介護費 ・ ロ

大規模型通所介護費(I)・ ハ大規模型通所介護費(II)、 7のイ通常規模型リハビリテ ー ショ

ン費・ロ大規模型通所リハビリテ ー ション費(I)・ハ大規模型通所リハビリテ ー ション費(II)、

「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成18年3月14日厚生

労働省告示第126号）の別表指定地域密着型サ ービス介護給付費単位数表の2の2のイ地域密

着型通所介護費 、 3のイ認知症対応型通所介護費(I)・ ロ認知症対応型通所介護費(II)、 「指

定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成18年3月14日
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厚生労働省告示第128号）の別表指定地域密着型介護予防サ ー ビス介護給付費単位数表の1の

イ介護予防認知症対応型通所介護費(I)・ロ介護予防認知症対応型通所介護費(II)のいずれ

かによる単位数をいう。

ただし、利用者の数が利用定員を超える場合、看護 ・介護職員の員数が基準に満たない場合、

2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合に該当する場合には、 減算後の単位数をいう。

• ただし、令和3年2月又は3月に利用延人員数の減が生じた場合、前年度（令和元

年度）の1月当たりの平均利用延人員数又は前年同月（令和2年2月又は3月）の利

用延人員数のいずれか（以下「減少月が令和3年2月又は3月の場合の算定基礎」と

いう。） と比較することにより、 算定の判定を行うことができる。

• 利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別

の事情があると都道府県又は市町村（以下、 「都道府県等」という。）が認める場合に

は、 当該加算の算定期間が終了 した 月の翌月から3月以内に限って延長が可能であ

る。

• 3 %加算の延長を申請する場合でも、加算適用の申請を行った際の算定基礎（減少

月が令和3年2月又は3月の場合の算定基礎を含む。 以下同じ。）により判定を行う

こととする。

• 加算算定の期間内又は加算延長の期間内に、月の利用延人員数が算定基礎から5%

以上減少していなかった場合は、 当該 月の翌月をもって算定終了とする。

• なお、 本加算は、 区分支給限度基準額管理の対象外の算定項目である。

(2)規模区分の特例

・ 減少月の利用延人員数がより小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同

等となった場合には、 当該減少月の翌々月から当該より小さい事業所規模別の報酬

区分を適用する。

• 具体的には、通所介護（大規模型II)及び通所リハビリテ ー ション（大規模型II)

については、 減少月の利用延人員数が750人超900人以下となった場合は、 それぞ

れ通所介護（大規模型I)及び通所リハビリテ ー ション（大規模型I)を、750人以

下となった場合はそれぞれ通所介護（通常規模型）及び通所リハビリテ ー ション（通

常規模型）を算定することとする。 また、通所介護（大規模型I)及び通所リハビリ

テ ー ション （大規模型I)については、 減少月の利用延人員数が750人以下となっ

た場合は、それぞれ通所介護（通常規模型）及び通所リハビリテ ー ション（通常規模

型） を算定することとする。

• 当該特例の適用期間内に、 月の利用延人員数が、当該より小さい事業所規模別の報

酬区分の利用延人員数を超え、 かつ、 当該特例適用前の事業所規模別の報酬区分の

利用延人員数まで戻った場合は、 当該 月の翌月をもって当該特例の適用は終了とす

る。

(3)各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数の算定方法

• 各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、 通所介護、 地

域密着型通所介護及び（介護予防）認知症対応型通所介護については、 「指定居宅サ
ー ビスに要する費用の額の算定に関する基準 （訪問通所サ ー ビス、 居宅療養管理指

導及び福祉用具貸与に係る部分） 及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に
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関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12年3月1日老企第36

号）（以下「留意事項通知」 という。）第2の7 (4)及び(5)を、 通所リハビリテ
ー ションについては留意事項通知第2の8 (2)及び(8)を準用し算定する。 な

お、 前年度の実績が6月に満たない事業者（新たに事業を開始し、 又は再開した事

業者を含む。）の取扱いも留意事項通知によるものとする。

(4) 3 %加算を適用するにあたっての端数処理

• 各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、(3)に基

づいて計算した値の小数第3位を四捨五入することとする。

• 各月の利用延人員数が5%以上減少しているかを判定するにあたっての端数処

理は、 百分率で表した後に小数第3位を四捨五入することとする。

. 3 %加算の単位数算定にあたっての端数処理は、留意事項通知第2の1通則を準

用し、 小数点以下四捨五人とする。

m 加算の算定及び特例の適用にあたっての届出

(1) 3 %加算

① 通所介護事業所、通所リハビリテ ー ション事業所及び地域密着型通所介護事業所、

（介護予防）認知症対応型通所介護事業所において、II (1)に基づき、月の利用延

人員数が減少しているか判定する。（なお、通所介護（大規模型I、大規模型II)、通

所リハビリテ ー ション （大規模型I、 大規模型II)について、 II (1)及び(2)に

基づいて判定した結果、3%加算及び規模区分の特例のいずれにも該当する場合は、

I (2)に基づき、 規模区分の特例の適用を申請する。）

② ①の結果、当該月の利用延人員数が5%以上減少している場合（通所介護（大規模

型I、大規模型II)、通所リハビリテ ー ション（大規模型I、大規模型II)の場合は、

当該月の利用延人員数が5%以上減少している場合であって、 規模区分の特例の適

用要件に該当しない場合 ）は、 当該減少月の翌月15日 （※）までに、 都道府県等に

加算算定の届出を行い、届出の翌月（加算適用関始月 ）から3月間加算を算定するこ

とが可能である。（ただし③により、 月の利用延人員数が算定基礎から5%以上減少

していなかった場合は、 当該月の翌月をもって算定終了とする。）

（※）例外として、減少月が令和3年2月である場合には、 同年4月1日までに届出

を行えば、 同年4月サ ー ビス提供分より算定可能とする。

③ 当該加算算定の届出を行った事業所は、 加算算定の届出を行った月から算定終了

月まで、 毎月利用延人員数を算出する。 各月の利用延人員数を算定基礎と比較し、

5%以上減少していなかった場合は、 その旨を速やかに都道府県等に届け出ること

とする。（届出を怠った場合は、 当該加算に係る報酬について返還となる場合があり

得るため、留意されたい。 なお、5%以上減少していた場合は、届出を行う必要はな

いが、 監査時等自治体からの求めに応じて提示できるよう、 各月の利用延人員数を

記録しておくこと。）

④ 加算算定終了の 前月においてもなお、 算定基礎と比較して月の利用延人員数が

5%以上減少している場合には、 当該月の翌月15日までに、 利用延人員数の減少に
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対応するための経営改善に時間を要すること等の加算算定の延長を希望する理由を

添えて、 都道府県等に加算算定の延長の届出を行い、 当該延長の届出の翌月から3

月間加算算定の延長を行うことが可能である。（ただし⑤により、 月の利用延人員数

が算定基礎から5%以上減少していなかった場合は、 当該月の翌月をもって算定終

了とする。）

⑤ 加算算定の延長の届出を行った事業所は、 加算算定延長の届出を行った月 及びそ

の翌月について、 各月の利用延人員数を算出する。 各月の利用延人員数を算定基礎

と比較し、 5%以上減少していなかった場合は、 その旨を速やかに都道府県等に届

け出ることとする。（届出を怠った場合は、 加算延長に係る報酬について返還となる

場合があり得るため、留意されたい。なお、 5%以上減少していた場合は、 届出を行

う必要はないが、 監査時等自治体からの求めに応じて提示できるよう、 各月の利用

延人員数を記録しておくこと。）

(2) 規模区分の特例

① 通所介護（大規模型I、 大規模型II)、 通所リハビリテ ー ション（大規模型I、 大

規模型II)において、 II (2)に基づき、 月の利用延人員数が減少し、 より小さい事

業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等となっているか判定する。

② より小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等となっている場合は、

当該減少月の翌月15日までに、都道府県等に特例適用の届出を行い、届出の翌月（特

例適用開始月 ）から、 当該より小さい事業所規模別の報酬区分で基本報酬を算定す

ることが可能である。（③により、 月の利用延人員数が、 当該より小さい事業所規模

別の報酬区分の利用延人員数を超えた場合は、 その翌月をもって適用終了とする。）

③ 特例適用の届出を行った事業所は、 特例適用の届出を行った月から適用終了月ま

で、 毎月利用延人員数を算出する。 各月の利用延人員数が当該より小さい事業所規

模別の報酬区分の利用延人員数を超えた場合は、 その旨を速やかに都道府県等に届

け出ることとする。（届出を怠った場合は、 当該特例に係る報酬について返還となる

場合があり得るため、留意されたい。なお、 当該より小さい事業所規模別の報酬区分

の利用延人員数を超えない場合は、 届出を行う必要はないが、 監査時等自治体から

の求めに応じて提示できるよう、 各月の利用延人員数を記録しておくこと。）

W 大規模型事業所における令和3年2月又は3月の利用延人員数の減少に係る取扱い

0 現下の新型コロナウイルス感染症の影響への即時的な対応として、 令和3年2月又

は3月の利用延人員数の減少については、 3%加算の算定のみを行うものとする。（通

所介護及び通所リハビリテ ー ションについて、 令和3年4月からの事業所規模による

区分については、 留意事項通知により決定され、 規模区分の特例の適用は行わない。）

〇 従って、 通所介護（大規模型I、 大規模型II)、 通所リハビリテ ー ション（大規模型

I、 大規模型II)については、令和3年2月又は3月は、 当該月の利用延人員数が、 減

少月が令和3年2月又は3月の場合の算定基礎から5%以上減少しているかのみを判

定する。 なお、 令和3年2月又は3月の利用延人員数の減少に基づき、 令和3年4月

1日又は4月15日までに3%加算算定の届出を行い、令和3年4月又は5月より加算

 
49



の算定を開始した場合、 加算算定期間中の利用延人員数がより小さい事業所規模別の

報酬区分の利用延人員数と同等となった場合は、 加算算定期間中でも規模区分の特例

適用の届出を行うことができる。

（例）令和3年2月の利用延人員数の減少に基づき、 同年4月1日までに3%加算算

定の届出を行い、令和3年4月より3%加算の算定を開始し、 同月の利用延人員数が

より小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等となった場合、令和3年5

月に規模区分の特例適用の届出を行えば、令和3年5月をもって加算算定を終了し、

令和3年6月からより小さい事業所規模別の報酬区分で基本報酬を算定することが可

能となる。（特例適用の届出を行った月から適用終了月まで、毎月利用延人員数を算出

し、 各月の利用延人員数がより小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数を超え

た場合は、 その翌月をもって適用終了とする。）

0 なお、 上記に係る加算の算定要件・規模区分の特例の適用要件及び加算や特例の詳

細は11、 加算の算定及び特例の適用にあたっての届出の詳細は11Iによるものとする。
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（参考）

指定居宅サー ビスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サー ビス、 居宅療養管理指導

及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定

に伴う実施上の留意事項について（抄）

（平成 12 年 3 月1日老企第36号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知）

7 通所介護費

(4)事業所規模による区分の取扱い

① 事業所規模による区分については、 施設基準第5号イ(1)に基づき、 前年度の1月当たりの平

均利用延人員数により算定すべき通所介護費を区分しているところであるが、 当該平均利用延

人員数の計算に当たっては、 同号の規定により、 当該指定通所介護事業所に係る指定通所介護

事業者が第1号通所事業（指定居宅サー ビス等基準第93条第1項第3号に規定する第1号通

所事業をいう。 以下同じ。）の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、 当該第

1号通所事業における前年度の1月当たりの平均利用延人員数を含むこととされているところ

である。 したがって、 仮に指定通所介護事業者が第1号通所事業の指定を併せて受けている場

合であっても、 事業が一体的に実施されず、 実態として両事業が分離されて実施されている場

合には、 当該平均利用延人員数には当該第1号通所事業の平均利用延人員数は含めない取扱い

とする。

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、 3時間以上4時間未満、 4時間以上5時間未満の報

酬を算定している利用者(2時間以上3時間未満の報酬を算定している利用者を含む。）につ

いては、 利用者数に2分の1を乗じて得た数とし、 5時間以上6時間未満、 6時間以上7時間

未満の報酬を算定している利用者については利用者数に4分の3を乗じて得た数とする。 ま

た、 平均利用延人員数に含むこととされた第1号通所事業の利用者の計算に当たっては、 第1

号通所事業の利用時間が5時間未満の利用者については、 利用者数に2分の1を乗じて得た数

とし、 利用時間が5時間以上6時間未満、 6時間以上7時間未満の利用者については、 利用者

数に4分の3を乗じて得た数とする。 ただし、 第1号通所事業の利用者については、 同時にサ

ー ビスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支え

ない。

また、 1月間（暦月）、 正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月における平均利

用延人員数については、 当該月の平均利用延人員数に7分の6を乗じた数によるものとする。

③ 前年度の実績が6月に満たない事業者（新たに事業を開始し、 又は再開した事業者を含

む。）又は前年度から定員を概ね 25%以上変更して事業を実施しようとする事業者において

は、 当該年度に係る平均利用延人員数については、 便宜上、 都道府県知事に届け出た当該事業

所の利用定員の 90%に予定される 1 月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。

④ 毎年度3月 31 日時点において、 事業を実施している事業者であって、 4月以降も引き続き

事業を実施するものの当該年度の通所介護費の算定に当たっては、 前年度の平均利用延人員数

は、 前年度において通所介護費を算定している月(3月を除く。）の1月当たりの平均利用延

人員数とする。
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(8)災害時等の取扱い

災害その他のやむを得ない理由による定員超過利用については、 当該定員超過利用が開始した

月（災害等が生じた時期が月末であって、 定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ない

と認められる場合は翌月も含む。） の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、 やむを得な

い理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、 災害等が

生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。 また、 この場合にあっては、 やむを

得ない理由により受け入れた利用者については、 その利用者を明確に区分した上で、 平均利用延

人員数に含まないこととする。

8 通所リハビリテー ション費

(2)災害時等の取扱い

通所介護と同様であるので、 7 (5)を参照されたい。

(8)平均利用延人員数の取扱い

① 事業所規模による区分については、 施設基準第6号イ(1)に基づき、 前年度の1月当たりの

平均利用延人員数により算定すべき通所リハビリテ ー ション費を区分しているところである

が、 当該平均利用延人員数の計算に当たっては、 同号の規定により、 当該指定通所リハビリテ

ー ション事業所に係る指定通所リハビリテ ー ション事業者が指定介護予防通所リハビリテ ー シ

ョン事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、 当該指定介護予防通所リ

ハビリテ ー ション事業所における前年度の1月当たりの平均利用延人員数を含むこととされて

いるところである。 したがって、 仮に指定通所リハビリテ ー ション事業者が指定介護予防通所

リハビリテ ー ション事業者の指定を併せて受けている場合であっても、 事業が一体的に実施さ

れず、 実態として両事業が分離されて実施されている場合には、 当該平均利用延人員数には当

該指定介護予防通所リハビリテ ー ション事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、 1時間以上2時間未満の報酬を算定している利用者

については、 利用者数に 4 分の 1 を乗じて得た数とし、 2 時間以上 3 時間未満の報酬を算定し

ている利用者及び 3 時間以上 4 時間未満の報酬を算定している利用者については、 利用者数に

2 分の 1 を乗じて得た数とし、 4 時間以上 5 時間未満の報酬を算定している利用者及び 5 時間

以上6時間未満の報酬を算定している利用者については、 利用者数に4分の3を乗じて得た数

とする。 また、 平均利用延人員数に含むこととされた介護予防通所リハビリテ ー ション事業所

の利用者の計算に当たっては、 介護予防通所リハビリテ ー ションの利用時間が2時間未満の利

用者については、 利用者数に 4 分の 1 を乗じて得た数とし、 2 時間以上 4 時間未満の利用者に

ついては、 利用者数に2分の1を乗じて得た数とし、 利用時間が4時間以上6時間未満の利用

者については、 利用者数に 4 分の 3 を乗じて得た数とする。 ただし、 介護予防通所リハビリテ

ー ション事業所の利用者については、 同時にサー ビスの提供を受けた者の最大数を営業日ごと

に加えていく方法によって計算しても差し支えない。

また、 1月間（暦月）、 正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月における平均利

用延人員数については、 当該月の平均利用延人員数に 7 分の 6 を乗じた数によるものとする。

③ 前年度の実績が6月に満たない事業者（新たに事業を開始し、又は再開した事業者を含

む。）又は前年度から定員をおおむね25%以上変更して事業を実施しようとする事業者におい
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ては、 当該年度に係る平均利用延人員数については、 便宜上、 都道府県知事に届け出た当該事

業所の利用定員の90%に予定される1月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。

④ 毎年度3月31日時点において、 事業を実施している事業者であって、 4月以降も引き続き

事業を実施するものの当該年度の通所リハビリテ ー ション費の算定に当たっては、 前年度の平

均利用延人員数は、 前年度において通所リハビリテ ー ション費を算定している月(3月を除

く。）の1月当たりの平均利用延人員数とする。
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の
一

部
を
次
の

表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一

条

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
七

十
三

号

介
護
保
険
法
（
平
成
九

年
法
律
第
百
二

十
三

号）

算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一

部
を
改
正

す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

に
要
す
る
費
用
の

額
の

算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一

部
を
改
正

す
る
告
示

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

に
要
す
る
費
用
の

額
の

算
定
に
関
す
る
基
準
の
一

部
改
正
）

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

に
要
す
る
費
用
の

額
の

算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二

年
厚
生
省
告
示
第
十
九

号）

令
和
三

年
三
月
十
五
日

田
村

憲
久

の

規
定
に
基
づ

き
、

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

に
要
す
る
費
用
の

額
の

 
70



喜 ＿ □ ―

2

6
 

通
所

介
護

費

イ
通

常
規

模
型

通
所

介
護

費

6
 

通
所

イ
通

同
一

建
物

居
住

者
以

外
の

者
に

対
し

て
行

う
場

合
4
0

2
単

位

同
一

建
物

居
住

者
に

対
し

て
行

う
場

合
36

2
単

位

(
1)

に
つ

い
て

は
在

宅
の

利
用

者
（

当
該

利
用

者
と

同
一

建
物

に
居

住
す

る
他

の
利

用
者

に
対

し
て

指
定

居
宅

療
養

管
理

指
導

事
業

所
の

看
護

職
員

が
同

一

H
に

指
定

居
宅

療
養

管
理

指
導

を
行

う
場

合
の

当

該
利

用
者

（
以

下
こ

の
注

1
に

お
い

て
「

同
一

建
物

居
住

者
」

と
い

う
。）

を
除

く
。）

で
あ

っ
て

通
院

が
困

難
な

も
の

に
対

し
て

、
(

2)

に
つ

い
て

は
在

宅
の

利
用

者
（

同
一

建
物

居
住

者
に

限
る

。）
で

あ

っ
て

通
院

が
困

難
な

も
の

に
対

し
て

、
医

師
が

看
護

職
員

に
よ

る
居

宅
療

養
管

理
指

導
が

必
要

で
あ

る
と

判
断

し
、

当
該

指
定

居
宅

療
養

管
理

指
導

事
業

所
の

看
護

職
員

が
当

該
利

用
者

を
訪

問
し

、
療

養
上

の
相

談
及

び
支

援
を

行
い

、
介

護
支

援
専

門
員

に
対

す
る

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
策

定
等

に
必

要
な

情
報

提
供

を
行

っ
た

場
合

に
、

要
介

護
認

定
（

法
第

2
8

条
第

2
項

に
規

定
す

る
要

介
護

認
定

の
更

新
又

は

法
第

2
9

条
第

1
項

に
規

定
す

る
要

介
護

状
態

区
分

の
変

更
の

認
定

を

含
む

。）
に

伴
い

作
成

さ
れ

た
居

宅
サ

ー

ビ
ス

計
画

に
基

づ
く

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

（
法

第
4
1

条
第

1
項

に
規

定
す

る
指

定
居

宅
サ

ー

ビ

ス
を

い
う

。）
の

提
供

を
開

始
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

6
月

の
間

に

2
回

を
限

度
と

し
て

算
定

す
る

。
た

だ
し

、
准

看
護

師
が

指
定

居
宅

療
養

管
理

指
導

を
行

っ
た

場
合

は
、

所
定

単
位

数
の

1
0

0
分

の
9

0
に

相
当

す
る

単
位

数
を

算
定

す
る

。

利
用

者
が

定
期

的
に

通
院

し
て

い
る

場
合

若
し

く
は

定
期

的
に

訪

問
診

療
を

受
け

て
い

る
場

合
又

は
利

用
者

が
訪

問
看

護
、

訪
間

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
、

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
、

定
期

巡
回

·
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

若
し

く
は

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

、
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
、

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者

生
活

介
護

若
し

く
は

複
合

型
サ

ー

ビ
ス

を
受

け
て

い
る

間
は

、
算

定

し
な

い
。

介
護

費

常
規

模
型

通
所

介
護

費

-
1

7
 

-
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72



 
73



 
74



 
75
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93



 
94
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100



 
101
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106
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108
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利
用

者
が

自
ら

指
定

通
所

介
護

事
業

所
に

通
う

場
合

、
利

用
者

の
家

族
等

が
指

定
通

所
介

護
事

業
所

へ
の

送
迎

を
行

う
場

合
な

ど
、

当
該

指
定

通
所

介
護

事
業

所
の

従
業

者
が

利
用

者
の

居
宅

と
指

定
通

所
介

護
事

業
所

と
の

間
の

送
迎

を
実

施
し

て
い

な
い

場
合

は
、片

道
に

つ
き

減
算

の
対

象
と

な
る

。
た

だ
し

、注
2

1
の

減
算

の
対

象
と

な
っ

て
い

る
場

合
に

は
、

当
該

減
算

の
対

象
と

は
な

ら
な

い
。

旦
・旦

（略
）

皿
サ

ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

に
つ

い
て

①
3

迎
④

か
ら

位
ま

で
を

参
照

の
こ

と
。

②
（略

）
亙

・呈
（略

）

利
用

者
が

自
ら

通
う

場
合

、
利

用
者

の
家

族
等

が
送

迎
を

行
う

場
合

な
ど

事
業

者
が

送
迎

を
実

施
し

て
い

な
い

場
合

は
、

片
道

に
つ

き
減

算
の

対
象

と
な

る
。

た
だ

し
注

'
-

旦
の

減
算

の
対

象
と

な
っ

て
い

る
場

合
に

は
、

当
該

減
算

の
対

象
と

は
な

ら
な

い
。

盟
・ill)_

(略
）

旦
サ

ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

に
つ

い
て

①
3

 lll
④

か
ら

豆
ま

で
並

び
に

4
(25

) ②
及

び
③

を
参

照
の

こ
と

。
②

（略
）

旦
・且

（略
）
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の

よ

う
に

改
正

す
る
。

第
二

十
八

条

厚
生

労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準
（
平
成
二

十
七

年
厚
生

労
働
省
告
示

第
九

十
五

号
）

（
厚
生

労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準
の
一

部
改
正
）

の
一

部
を

次
の

表
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②

評
価
対
象
期
間
中
に
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
を
終

了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
降
四
十
四
日
以
内
に、
指
定
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
理
学
療
法
士、
作
業
療
法
士
又
は
言

語
聴
覚
上
が、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
終
了
者
に
対
し
て、
当
該

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
終
了
者
の
指
定
通
所
介
護
等
の
実
施

加団｛

を
確
認
し、
記
録
し
て
い
る
こ
と。

ロ

（
略）

吋

訪叫呵リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
終
了
者
が
指
定
通
所
介
護
等
の
事
業
所
へ

移
行
す
る
に
当
た
り、
当
該
利
用
者
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
書
を

移
行
先
の
事
業
所
へ
提
供
す
る
こ
と。

十
四

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加

算
の
基
準

イ

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
（

指
定
訪
間
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

|
 を

利
用
者
に
直
接
提
供
す
る
理
学
療
法
士、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚

士
の
う
ち、
勤
続
年
数
七
年
以
上
の
者
が
い
る
こ
と。

|
 
ロ

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
①

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

を
利
用
者
に
直
接
提
供
す
る
理
学
療
法
士、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚

士
の
う
ち、
勤
続
年
数
三
年
以
上
の
者
が
い
る
こ
と。

十
四
の
二

（
略）

十
四
の
三

通
所
介
護
費、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費、
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
費
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
に
お
け
る
入
浴
介
助
加

算
の
基
準

イ

入
浴
介
助
加
算
（

入
浴
介
助
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
員
及

—
 

び
設
備
を
有
し
て
行
わ
れ
る
入
浴
介
助
で
あ
る
こ
と。

、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第一
項
第一
号
口
に
規
定
す
る
第一
号
通

所
事
業
そ
の
他
社
会
参
加
に
資
す
る
取
組
（
以
下
「
指
定
通
所
介
護
等

」
と
い
う。
）
を
実
施
し
た
者
の
占
め
る
割
合
が、
百
分
の
五
を
超
え

て
い
る
こ
と。

②

評
価
対
象
期
間
中
に
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
を
終

了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
降
四
十
四
日
以
内
に、
指
定
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
理
学
療
法
士、
作
業
療
法
士
又
は
言

語
聴
覚
士
が、
訪
間
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
終
了
者
に
対
し
て、
そ
の

居
宅
を
訪
問
す
る
こ
と
又
は
介
護
支
援
専
門
員
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計

画
に
関
す
る
情
報
提
供
を
受
け
る
こ
と
（
「
居
宅
訪
問
等」
と
い
う。

）
に
よ
り、
当
該
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
終
了
者
の
指
定
通
所
介

護
等
の
実
施
が、
居
宅
訪
問
等
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て、
三
月
以
上

継
続
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し、
記
録
し
て
い
る
こ
と。

ロ

（
略）

（
新
設）

十
四

訪
間
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加

算
の
基
準

（
新
設）

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
者
に
直
接
提
供
す
る
理
学
療
法

士、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
う
ち、
勤
続
年
数
三
年
以
上
の
者
が

い
る
こ
と。

十
四
の
二

（
新
設）

（
略）
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叫

入
浴
介
助
加
算
①

次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と。

�

イ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と。

凶

医
師、

理
学
療
法
士
、

作
業
療
法
士
、

介
護
福
祉
士
、

介
護
支
援
専

門
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
師
等」

と
い

う。
）

が
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し、

浴
室
に
お
け
る
当
該
利
用
者
の

動
作
及
び
浴
室
の
環
境
を
評
価
し
て
い
る
こ
と。

当
該
訪
問
に
お
い
て

、

当
該
居
宅
の
浴
室
が、

当
該
利
用
者
自
身
又
は
そ
の
家
族
等
の
介
助

に
よ
り
入
浴
を
行
う
こ
と
が
難
し
い
環
境
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は、

訪
問
し
た
医
師
等
が、

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
（
指
定
居
宅

介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
二
条
に
規
定

す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
を
い
う。

以
下
同
じ
。
）

の
介
護
支

援
専
門
員
又
は
指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

基
準
第
百
九
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所

を
い
う。
）

若
し
く
は
指
定
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
（
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
特
定
福
祉
用

具
販
売
事
業
所
を
い
う。
）

の
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
（
介
護
保
険
法

施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号）

第
四
条
第
一

項
に
規
定
す

る
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
を
い
う。

以
下
同
じ
。
）

と
連
携
し、

福
祉

用
具
の
貸
与
若
し
く
は
購
入
又
は
住
宅
改
修
等
の
浴
室
の
環
境
幣
備
に

係
る
助
言
を
行
う
こ
と。

闊

当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十

三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う。

以
下
同
じ

。
)
、

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
基
準
第
二
十
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
塑
通
所
介
護

事
業
所
を
い
う。

以
下
同
じ
。
）
、

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事

業
所
又
は
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
十
三
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護

予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う。

以
下
同
じ
。
）

の
機

能
訓
練
指
導
員、

看
護
職
員、

介
護
職
員、

生
活
相
談
員
そ
の
他
の
職

種
の
者
（
以
下
「
機
能
訓
練
指
導
員
等」

と
い
う。
）

が
共
同
し
て、

利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
た
医
師
等
と
の
連
携
の
下
で、

当
該
利
用
者
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イ
（
削
る）

生
活
機
能
向
上
連
携
加
算
（

次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と。

の
身
体
の
状
況、

訪
問
に
よ
り
把
握
し
た
当
該
居
宅
の
浴
室
の
環
境
等

を
踏
ま
え
て
個
別
の
入
浴
計
画
を
作
成
す
る
こ
と。

訓

閻
の
入
浴
計
画
に
基
づ
き、

個
浴
（
個
別
の
入
浴
を
い
う。

以
下
同

じ
。
）

そ
の
他
の
利
用
者
の
居
宅
の
状
況
に
近
い
環
境
で、

入
浴
介
助

を
行
う
こ
と。

十
五

通
所
介
護
費
に
お
け
る
中
重
度
者
ケ
ア
体
制
加
算
の
基
準

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と。

イ

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
三
条
第
一

項
第
二
号
又
は
第
三
号

に
規
定
す
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
に
加
え、

看
護
職
員
又
は

介
護
職
員
を
常
勤
換
算
方
法
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
条
第
八

号
に
規
定
す
る
常
勤
換
算
方
法
を
い
う。

第
十
七
号、

第一
二
十
一

号
及
び

第
三
十
九
号
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
二
以
上
確
保
し
て
い
る
こ
と。

ロ

指
定
通
所
介
護
事
業
所
に
お
け
る
前
年
度
又
は
算
定
日
が
属
す
る
月
の

前
三
月
間
の
利
用
者
の
総
数
の
う
ち、

要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
三、

要
介
護
四
又
は
要
介
護
五
で
あ
る
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上

で
あ
る
こ
と。

ハ

（
略）

十
五
の
二

通
所
介
護
費、

地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
ー
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
費
及
び
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
に
お
け
る
生
活
機
能
向
上
連
携
加
算
の
基

準

十
五

通
所
介
護
費
に
お
け
る
中
重
度
者
ケ
ア
体
制
加
算
の
基
準

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と。

イ

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
三
条
第
一

項
第
二
号
又
は
第
三
号

に
規
定
す
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
に
加
え、

看
護
職
員
又
は

介
護
職
員
を
常
勤
換
算
方
法
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
条
第
八

号
に
規
定
す
る
常
勤
換
算
方
法
を
い
う。

第
十
七
号
及
び
第
三
十
一

号
に

お
い
て
同
じ
。
）

で一
―
以
上
確
保
し
て
い
る
こ
と。

ロ

指
定
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
三
条
第

一

項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う。

以
下
同
じ
。
）

に
お

け
る
前
年
度
又
は
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
三
月
間
の
利
用
者
の
総
数
の

う
ち、

要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
三
、

要
介
護
四
又
は
要
介
護
五
で
あ

る
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と。

ハ

（
略）

十
五
の
二

通
所
介
護
費、

地
域
密
着
型
通
所
介
護
費

ii
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護
費
に
お
け
る
生
活
機
能
向
上
連
携
加
算
の
基
準

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と。

イ

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所、

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
一

条
第
一

項
に
規

定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
を
い
う。

以
下
同
じ
。

）

又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
て
い
る
医
療
提
供
施
設
（
医
療

法
（
昭
和
二
十――一
年
法
律
第
二
百
五
号）

第
一

条
の一
―
第
二
項
に
規
定
す

る
医
療
提
供
施
設
を
い
い
、

病
院
に
あ
っ
て
は、

許
可
病
床
数
が
二
百
床

未
満
の
も
の
又
は
当
該
病
院
を
中
心
と
し
た
半
径
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内

に
診
療
所
が
存
在
し
な
い
も
の
に
限
る。

以
下
同
じ
。
）

の
理
学
療
法
士

、

作
業
療
法
士
、

言
語
聴
覚
士
又
は
医
師
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
理
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l

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所、

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
事
業
所
（

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
一

条
第
一

項

に
規
定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
を
い
う。

以
下

同
じ
。
）

又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
て
い
る
医
療
提
供
施

設
（

医
療
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号）

第
一

条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
医
療
提
供
施
設
を
い
い
、

病
院
に
あ
っ
て
は、

許
可
病

床
数
が
二
百
床
未
満
の
も
の
又
は
当
該
病
院
を
中
心
と
し
た
半
径
四
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
に
診
療
所
が
存
在
し
な
い
も
の
に
限
る。

以
下
同
じ

。
)

の
理
学
療
法
士
、

作
業
療
法
士
、

言
語
聴
覚
士
又
は
医
師
（

以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
理
学
療
法
士
等」

と
い
う。
）

の
助
言
に
基
づ
き

、

当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所、

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所

、

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
又
は
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
（

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
（

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一

項
第
一

号
の

ロ
に
規
定
す
る
第
一

号
通
所
事
業
の
う
ち、

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び

介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
（

平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号）

第
五
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
法
第
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
相

当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
う。
）

の
事
業
を
行
う
事
業
所
を
い
う。

以
下

同
じ
。
）

の
機
能
訓
練
指
導
員
等
が
共
同
し
て
利
用
者
の
身
体
状
況
等

の
評
価
及
び
個
別
機
能
訓
練
計
画
の
作
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と。

岡

個
別
機
能
訓
練
計
画
に
基
づ
き、

利
用
者
の
身
体
機
能
又
は
生
活
機

能
の
向
上
を
目
的
と
す
る
機
能
訓
練
の
項
目
を
準
備
し、

機
能
訓
練
指

導
員
等
が
利
用
者
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
た
機
能
訓
練
を
適
切
に
提
供

（

新
設）

学
療
法
士
等」

と
い
う。
）

が、

当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所、

指
定
地

域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
又
は
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所

を
訪
間
し、

当
該
事
業
所
の
機
能
訓
練
指
導
員、

看
護
職
員、

介
護
職
員

、

生
活
相
談
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
（

以
下
「
機
能
訓
練
指
導
員
等」

と

い
う。
）

と
共
同
し
て
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（

利
用
者
の
心
身
の
状
況
を
勘
案

し、

自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
上
で

解
決
す
べ

き
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
を
い
う。
）
、

利
用
者
の
身
体
の
状

況
等
の
評
価
及
び
個
別
機
能
訓
練
計
画
の
作
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と。

（

新
設）
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十
六

通
所
介
護
費
に
お
け
る
個
別
機
能
訓
練
加
算
の
基
準

闘

指
定
訪
間
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
事
業
所 、

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
事
業
所
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
を
実
施
し
て
い
る
医
療

提
供
施
設
の
理
学
療
法
士
等
が 、

当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所 、

指
定

地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所 、

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業

所
又
は
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
訪
問
し 、

当
該
事
業
所
の
機
能
訓

練
指
導
員
等
が
共
同
し
て
利
用
者
の
身
体
状
況
等
の
評
価
及
び
個
別
機

能
訓
練
計
画
の
作
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と 。

岡

個
別
機
能
訓
練
計
画
に
基
づ
き 、

利
用
者
の
身
体
機
能
又
は
生
活
機

能
の
向
上
を
目
的
と
す
る
機
能
訓
練
の
項
目
を
準
備
し 、

機
能
訓
練
指

導
員
等
が
利
用
者
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
た
機
能
訓
練
を
適
切
に
提
供

し
て
い
る
こ
と 。

叫

山
の
評
価
に
基
づ
き 、

個
別
機
能
訓
練
計
画
の
進
捗
状
況
等
を
三
月

ご
と
に
一

回
以
上
評
価
し 、

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し 、

機
能
訓

練
の
内
容
と
個
別
機
能
訓
練
計
画
の
進
捗
状
況
等
を
説
明
し 、

必
要
に

応
じ
て
訓
練
内
容
の
見
直
し
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と 。

（
削
る
）

ロ

生
活
機
能
向
上
連
携
加
算
①

次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と 。

し
て
い
る
こ
と 。

叫

l
の
評
価
に
基
づ
き 、

個
別
機
能
訓
練
計
画
の
進
捗
状
況
等
を
三
月

ご
と
に
一

回
以
上
評
価
し 、

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し 、

機
能
訓

練
の
内
容
と
個
別
機
能
訓
練
計
画
の
進
捗
状
況
等
を
説
明
し 、

必
要
に

応
じ
て
訓
練
内
容
の
見
直
し
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と 。

十
六

通
所
介
護
費
に
お
け
る
個
別
機
能
訓
練
加
算
の
基
準

ロ

個
別
機
能
訓
練
計
画
に
基
づ
き 、

利
用
者
の
身
体
機
能
又
は
生
活
機
能

向
上
を
目
的
と
す
る
機
能
訓
練
の
項
日
を
準
備
し 、

機
能
訓
練
指
導
員
等

が 、

利
用
者
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
た
機
能
訓
練
を
適
切
に
提
供
し
て
い

る
こ
と 。

（
新
設）

吋

機
能
訓
練
指
導
員
等
が
理
学
療
法
士
等
と
連
携
し 、

個
別
機
能
訓
練
計

画
の
進
捗
状
況
等
を
三
月
ご
と
に
一

回
以
上
評
価
し 、

利
用
者
又
は
そ
の

家
族
に
対
し
て
機
能
訓
練
の
内
容
と
個
別
機
能
訓
練
計
画
の
進
捗
状
況
等

を
説
明
し 、

必
要
に
応
じ
て
訓
練
内
容
の
見
直
し
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と

—
 

（
新
設）

（
新
設）

（
新
設）
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イ

個
別
機
能
訓
練
加
算
川
イ

る
こ
と。

m

専
ら
機
能
訓
練
指
導
員
の
職
務
に
従
事
す
る
理
学
療
法
士
、

作
業
療

法
士
、

言
語
聴
覚
士
、

看
護
職
員、

柔
道
整
復
師、

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー

ジ
指
圧
師、

は
り
師
又
は
き
ゅ
う
師
（
は
り
師
及
び
き
ゅ
う
師
に
つ
い

て
は、

理
学
療
法
士
、

作
業
療
法
士
、

言
語
聴
覚
士
、

看
護
職
員、

柔

道
整
復
師
又
は
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
の
資
格
を
有
す
る
機
能
訓

練
指
導
員
を
配
置
し
た
事
業
所
で
六
月
以
上
機
能
訓
練
指
導
に
従
事
し

た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る。
）

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
理
学
療

法
士
等」

と
い
う。
）

を
一

名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と。

図

機
能
訓
練
指
導
員
等
が
共
同
し
て、

利
用
者
ご
と
に
個
別
機
能
訓
練

計
画
を
作
成
し、

当
該
計
画
に
基
づ
き、

理
学
療
法
士
等
が
計
画
的
に

機
能
訓
練
を
行
っ
て
い
る
こ
と。

③

個
別
機
能
訓
練
計
画
の
作
成
及
び
実
施
に
お
い
て
は、

利
用
者
の
身

体
機
能
及
び
生
活
機
能
の
向
上
に
資
す
る
よ
う
複
数
の
種
類
の
機
能
訓

練
の
項
H
を
準
備
し、

そ
の
項
目
の
選
択
に
当
た
っ
て
は、

利
用
者
の

生
活
意
欲
が
増
進
さ
れ
る
よ
う
利
用
者
を
援
助
し、

利
用
者
の
選
択
に

基
づ
き、

心
身
の
状
況
に
応
じ
た
機
能
訓
練
を
適
切
に
行
っ
て
い
る
こ

|
と

④

機
能
訓
練
指
導
員
等
が
利
用
者
の
居
宅
を
訪
間
し、

利
用
者
の
居
宅

で
の
生
活
状
況
を
確
認
し
た
上
で、

個
別
機
能
訓
練
計
画
を
作
成
す
る

こ
と。

ま
た、

そ
の
後
三
月
ご
と
に
一

回
以
上
、

利
用
者
の
居
宅
を
訪

問
し
た
上
で、

当
該
利
用
者
の
居
宅
に
お
け
る
生
活
状
況
を
そ
の
都
度

確
認
す
る
と
と
も
に、

当
該
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て、

個
別

機
能
訓
練
計
画
の
進
捗
状
況
等
を
説
明
し、

必
要
に
応
じ
て
個
別
機
能

訓
練
計
画
の
見
直
し
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と。

躙

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等

の
員
数
の
基
準
並
び
に
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
（
平
成
十
二
年
厚

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す

（
新
設）

イ

個
別
機
能
訓
練
加
算
（

こ
と。

田

指
定
通
所
介
護
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て、

専
ら
機
能
訓
練
指
導
員

の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
理
学
療
法
士
、

作
業
療
法
士
、

言
語
聴
覚

士
、

看
護
職
員、

柔
道
整
復
師、

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師、

は
り

師
又
は
き
ゅ
う
師
（
は
り
師
及
び
き
ゅ
う
師
に
つ
い
て
は、

理
学
療
法

士
、

作
業
療
法
士
、

言
語
聴
覚
士
、

看
護
職
員、

柔
道
整
復
師
又
は
あ

ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
の
資
格
を
有
す
る
機
能
訓
練
指
導
員
を
配
置

し
た
事
業
所
で
六
月
以
上
機
能
訓
練
指
導
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

者
に
限
る。
）

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
理
学
療
法
士
等」

と
い
う

。
）

を
一

名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と。

②

個
別
機
能
訓
練
計
画
の
作
成
及
び
実
施
に
お
い
て
利
用
者
の
自
立
の

支
援
と
日
常
生
活
の
充
実
に
資
す
る
よ
う
複
数
の
種
類
の
機
能
訓
練
の

項
目
を
準
備
し、

そ
の
項
目
の
選
択
に
当
た
っ
て
は、

利
用
者
の
生
活

意
欲
が
増
進
さ
れ
る
よ
う
利
用
者
を
援
助
し、

心
身
の
状
況
に
応
じ
た

機
能
訓
練
を
適
切
に
行
っ
て
い
る
こ
と。

③

機
能
訓
練
指
導
員
等
が
共
同
し
て、

利
用
者
ご
と
に
個
別
機
能
訓
練

計
画
を
作
成
し、

当
該
計
画
に
基
づ
き、

計
画
的
に
機
能
訓
練
を
行
っ

て
い
る
こ
と。

印

機
能
訓
練
指
導
員
等
が
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
た
上
で、

個
別
機

能
訓
練
計
画
を
作
成
し、

そ
の
後
三
月
ご
と
に
一

回
以
上、

利
用
者
のI

居
宅
を
訪
問
し
た
上
で、

当
該
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て、

機

能
訓
練
の
内
容
と
個
別
機
能
訓
練
計
画
の
進
捗
状
況
等
を
説
明
し、

�

練
内
容
の
見
直
し
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と。

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
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（
削
る）

吋

個
別
機
能
訓
練
加
算
①

こ
と。

ば

イ
l
か
ら
⑤
ま
で
又
は
口
①
及
び
②
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ

と。

岡

利
用
者
ご
と
の
個
別
機
能
訓
練
計
画
書
の
内
容
等
の
情
報
を
厚
生
労

働
省
に
提
出
し、

機
能
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て、

当
該
情
報
そ
の
他

機
能
訓
練
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
活
用
し

て
い
る
こ
と。

十
六
の
二

通
所
介
護
費、

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費、

地
域
密
着
型
通

所
介
護
費、

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費、

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
費、

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
及
び

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
A
D
L
維
持
等
加
算
の
基
準

イ

A
D
L
維
持
等
加
算
川

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
酒
合
す
る

こ
と。

田

評
価
対
象
者
（
当
該
事
業
所
又
は
当
該
施
設
の
利
用
期
間
（
図
に
お

い
て
「
評
価
対
象
利
用
期
間」

と
い
う。
）

が
六
月
を
超
え
る
者
を
い

う。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
総
数
が
十
人
以
上
で
あ
る
こ

（
削
る）

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
滴
合
す
る

生
省
告
示
第
二
十
七
号。

以
下
「
通
所
介
護
費
等
算
定
方
法」

と
い
う

。
）

第
一

号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と。

ロ

個
別
機
能
訓
練
加
算
川
口

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す

る
こ
と。

①

イ
l
の
規
定
に
よ
り
配
置
さ
れ
た
理
学
療
法
士
等
に
加
え
て、

専
ら

機
能
訓
練
指
導
員
の
職
務
に
従
事
す
る
理
学
療
法
士
等
を
指
定
通
所
介

護
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
一

名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と。

図

イ
図
か
ら
固
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と。

ロ

個
別
機
能
訓
練
加
算
巾

こ
と。

ー

専
ら
機
能
訓
練
指
導
員
の
職
務
に
従
事
す
る
理
学
療
法
士
等
を
一

名

以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と。

図

機
能
訓
練
指
導
員
等
が
共
同
し
て、

利
用
者
の
生
活
機
能
向
上
に
資

す
る
よ
う
利
用
者
ご
と
の
心
身
の
状
況
を
重
視
し
た
個
別
機
能
訓
練
計

画
を
作
成
し
て
い
る
こ
と。

叫

個
別
機
能
訓
練
計
画
に
基
づ
き、

利
用
者
の
生
活
機
能
向
上
を
目
的

と
す
る
機
能
訓
練
の
項
目
を
準
備
し、

理
学
療
法
士
等
が、

利
用
者
の

心
身
の
状
況
に
応
じ
た
機
能
訓
練
を
適
切
に
提
供
し
て
い
る
こ
と。

ィ
④
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と。

_
|
 
ui

 

（
新
設）

十
六
の
二

通
所
介
護
費
及
び
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
に
お
け
る
A
D
L
維

持
等
加
算
の
基
準

イ

A
D
L
維
持
等
加
算
川

こ
と。

田

利
用
者
（
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
又
は
当
該
指
定
地
域
密
着
型

通
所
介
護
事
業
所
を
連
続
し
て
六
月
以
上
利
用
し、

か
つ
、

そ
の
利
用

期
間
（
②
に
お
い
て
「
評
価
対
象
利
用
期
間」

と
い
う。
）

に
お
い
て

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
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（
削
る）

（
削
る）

（
削
る）

閾

評
価
対
象
者
全
員
に
つ
い
て、
評
価
対
象
利
用
期
間
の
初
月
（
以
下

「
評
価
対
象
利
用
開
始
月」
と
い
う。
）
と、
当
該
月
の
翌
月
か
ら
起

算
し
て
六
月
目
（
六
月
目
に
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
な
い
場
合
に
つ
い
て

は
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
あ
っ
た
最
終
の
月）
に
お
い
て
A
D
L
を

評
価
し、
そ
の
評
価
に
基
づ
く
値
（
以
下
「
A
D
L
値」
と
い
う。
）

を
測
定
し、
測
定
し
た
日
が
属
す
る
月
ご
と
に
厚
生
労
働
省
に
当
該
測

定
を
提
出
し
て
い
る
こ
と。

闊

評
価
対
象
者
の
評
価
対
象
利
用
開
始
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
六
月

目
の
月
に
測
定
し
た
A
D
L
値
か
ら
評
価
対
象
利
用
開
始
月
に
測
定
し

た
A
D
L
値
を
控
除
し
て
得
た
値
を
用
い
て一
定
の
基
準
に
基
づ
き
算

出
し
た
値
（
以
下
「
A
D
L
利
得」
と
い
う。
）
の
平
均
値
が一
以
上

で
あ
る
こ
と。

（
削
る）

（
削
る）

と。

、
五
時
間
以
上
の
通
所
介
護
費
の
算
定
回
数
が
五
時
間
未
満
の
通
所
介

護
費
の
算
定
回
数
を
上
回
る
者
に
限
る。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ。
）

の
総
数
が
二
十
人
以
上
で
あ
る
こ
と。

岡

利
用
者
の
総
数
の
う
ち、
評
価
対
象
利
用
期
間
の
初
月
（
複
数
の
評

価
対
象
利
用
期
間
の
初
月
が
存
在
す
る
場
合
は、
複
数
の
評
価
対
象
利

用
期
間
の
初
月
の
う
ち
最
も
早
い
月
と
す
る。
以
下
「
評
価
対
象
利
用

開
始
月」
と
い
う。
）
に
お
い
て、
要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
三、

要
介
護
四
及
び
要
介
護
五
で
あ
る
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
十
五
以

上
で
あ
る
こ
と。

叫

利
用
者
の
総
数
の
う
ち、
評
価
対
象
利
用
開
始
月
に
お
い
て、
初
回

の
法
第
二
十
七
条
第一
項
の
要
介
護
認
定
又
は
法
第
三
十
二
条
第一
項

の
要
支
援
認
定
が
あ
っ
た
月
か
ら
起
算
し
て
十
二
月
以
内
で
あ
る
者
の

占
め
る
割
合
が
百
分
の
十
五
以
下
で
あ
る
こ
と。

川

利
用
者
の
総
数
の
う
ち、
評
価
対
象
利
用

圃叫印�
と、
当
該
月
か
ら

起
算
し
て
六
月
目
に
お
い
て、
機
能
訓
練
指
導
員
が
A
D
L
を
評
価
し

、
そ
の
評
価
に
基
づ
く
値
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
A
D
L
値」
と

い
う。
）
を
測
定
し、
測
定
し
た
日
が
属
す
る
月
ご
と
に
厚
生
労
働
省

に
当
該
測
定
が
提
出
さ
れ
て
い
る
者
（
固
に
お
い
て
「
提
出
者」
と
い

う。
）
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
九
十
以
上
で
あ
る
こ
と。

閾

評
価
対
象
利
用
開
始
月
か
ら
起
算
し
て
六
月
目
の
月
に
測
定
し
た
A

D
L
値
か
ら
評
価
対
象
利
用
開
始
月
に
測
定
し
た
A
D
L
値
を
控
除
し

て
得
た
値
（
以
下
「
A
D
L
利
得」
と
い
う。
）
が
多
い
順
に、
提
出

者
の
総
数
の
上
位
百
分
の
八
十
五
に
相
当
す
る
数
（
そ
の
数
に一
未
満

の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る。
）
の

利
用
者
に
つ
い
て、
次
の
日
か
ら
口
ま
で
に
掲
げ
る
利
用
者
の
区
分
に

応
じ、
当
該
H
か
ら
曰
ま
で
に
定
め
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
が
零
以

上
で
あ
る
こ
と。

H

A
D
L
得
が
零
よ
り
大
き
い
利
用
者

□

A
D
L
利
得
が
零
の
利
用
者

朝

,
＇

 

国

A
D
L
利
得
が
零
末
満
の
利
用
者

マ
イ
ナ
ス
一

—|
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ロ

A
D
L
維
持
等
加
算
巾

こ
と
。

m

イ
田
及
び
図
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

図

評
価
対
象
者
の
A
D
L
利
得
の

平
均
値
が
二

以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
七

通
所
介
護
費
に
お
け
る
認
知
症
加
算
の
基
準

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い

ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ
・

ロ

（
略）

ハ

指
定
通
所
介
護
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
、

専
ら
当
該
指
定
通
所
介
護

の

提
供
に
当
た
る
認
知
症
介
護
の

指
導
に
係
る
専
門
的
な
研
修、

認
知
症

|

介
護
に
係
る
専
門
的
な
研
修
又
は
認
知
症
介
護
に
係
る
実
践
的
な
研
修
等

を
修
了
し
た
者
を
一

名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。

十
八

通
所
介
護
費、

通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン

費、

短
期
入
所
生
活
介
護

費、

短
期
入
所
療
養
介
護
費
（
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
（
健
康
保
険

法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号）

附
則
第

百
三
十
条
の
二

第
一

項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
第
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
病
床
に
よ
り
構
成
さ

れ
る
病
棟
を
い

う。

以
下
「
認
知
症
病
棟」

と
い

う。
）

を
有
す
る
病
院
に

お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
除
く。
）
、

地
域
密
着
型
通
所
介
護
費、

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費、

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費、

認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
費、

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費、

介
護
予
防

通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン

費、

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費、

介
護

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
（
認
知
症
病
棟
を
有
す
る
病
院
に
お
け
る
介
護

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
除
く。
）
、

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
費、

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
及
び
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
に
お
け
る
若
年
性
認
知
症
利
用
者
受
入
加
算
の
基

準
（
略）

十
八
の
二

通
所
介
護
費、

通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン

費、

地
域
密
着
型
通

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い

ず
れ
に
も
適
合
す
る

ロ

A
D
L
維
持
等
加
算
巾

こ
と
。

田

イ
山
か
ら
固
ま
で
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
又
は
当
該
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護

事
業
所
の

利
用
者
に
つ
い
て
、

算
定
H
が
属
す
る
月
に
当
該
利
用
者
の

A
D
L

値
を
測
定
し
、

そ
の

結
果
を
厚
生
労
働
省
に
提
出
し
て
い
る
こ

と
。

十
七

通
所
介
護
費
に
お
け
る
認
知
症
加
算
の
基
準

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い

ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ
・

ロ

（
略）

ハ

指
定
通
所
介
護
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
、

専
ら
当
該
指
定
通
所
介
護

の

提
供
に
当
た
る
認
知
症
介
護
の

指
導
に
係
る
専
門
的
な
研
修、

認
知
症

介
護
に
係
る
専
門
的
な
研
修、

認
知
症
介
護
に
係
る
実
践
的
な
研
修
等
を

修
了
し
た
者
を
一

名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。

十
八

通
所
介
護
費、

通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン

費、

短
期
入
所
生
活
介
護

費、

短
期
入
所
療
養
介
護
費
（
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
（
健
康
保
険

法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三

号）

附
則
第

百
三

十
条
の
二

第
一

項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二

号）

第
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
病
床
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
病
棟
を
い

う。

以
下
「
認
知
症
病

棟」

と
い

う。
）

を
有
す
る
病
院
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
除
く

。
）
、

地
域
密
着
型
通
所
介
護
費、

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費、

小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
費、

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費、

看
護
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
費、

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン

費、

介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費、

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
（
認
知
症

病
棟
を
有
す
る
病
院
に
お
け
る
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
除
く。

）
、

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費、

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
費
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
に
お
け
る
若

年
性
認
知
症
利
用
者
受
入
加
算
の
基
準

（
略）

（
新
設）

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い

ず
れ
に
も
適
合
す
る
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什

口
腔
・

栄
養
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
加
算
田

に
も
適
合
す
る
こ
と。

ば

利
用
開
始
時
及
び
利
用
中
六
月
ご
と
に
利
用
者
の
口
腔
の
健
康
状
態

に
つ
い
て
確
認
を
行
い
、

当
該
利
用
者
の
口
腔
の
健
康
状
態
に
関
す
る

情
報
（
当
該
利
用
者
の
口
腔
の
健
康
状
態
が
低
下
し
て
い
る
お
そ
れ
の

（
削
る）

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ

所
介
護
費、

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費、

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
費、

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
費
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
費
に
お
け
る
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
加
算
の
基
準

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一

号、

第
二
号、

第
五
号
の
二
、

第
六
号、

第
十
一

号、

第
十
六
号
及
び
第
二
十
号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
こ
と。

十
九

通
所
介
護
費、

地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
ー＇
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

費、

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費、

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
費
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
に
お
け
る
栄
養
改
善

加
算
の
基
準

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一

号、

第
五
号
の
ニ
ー•
第
六
号、

第
十
一

号

、

第
十
六
号
及
び
第
二
十
号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

こ
と。

十
九
の
二

通
所
介
護
費、

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
費、

認
知
症
対
応
型

通
所
介
護
費、

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
及
び
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
費
に
お
け
る
口
腔
・

栄
養
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
加
算
の
基
準

十
九

通
所
介
護
費、

地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
及
び
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
費
に
お
け
る
栄
養
改
善
加
算
の
基
準

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員

数
の
基
準
並
び
に
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示

第
二
十
七
号。

以
下
「
通
所
介
護
費
等
算
定
方
法」

と
い
う。
）

第
一

号、

第
五
号
の
二

ii
第
六
号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ

と
十
九
の
二

通
所
介
護
費、

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
費、

特
定
施
設
入
居

者
生
活
介
護
費、

地
域
密
着
型
通
所
介
護
費、

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

、

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費、

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費、

地

域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費、

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
費、

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
費、

介
護
予
防
特
定
施
設
入

居
者
生
活
介
護
費、

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費、

介
護
予
防
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費、

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費

に
お
け
る
栄
養
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
加
算
の
基
準

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一

号、

第
二
号、

第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で

、

第
十
一

号、

第
十
六
号、

第
十
九
号、

第
二
十
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で

に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と。

（
新
設）
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(2)1
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は、

そ
の
改
善
に
必
要
な
情
報
を
含
む。
）

を
当

該
利
用
者
を
担
当
す
る
介
護
支
援
専
門
員
に
提
供
し
て
い
る
こ
と。

凶

利
用
開
始
時
及
び
利
用
中
六
月
ご
と
に
利
用
者
の
栄
養
状
態
に
つ
い

て
確
認
を
行
い
、

当
該
利
用
者
の
栄
養
状
態
に
関
す
る
情
報
（
当
該
利

用
者
が
低
栄
養
状
態
の
場
合
に
あ
っ
て
は、

低
栄
養
状
態
の
改
善
に
必

要
な
情
報
を
含
む。
）

を
当
該
利
用
者
を
担
当
す
る
介
護
支
援
専
門
員

に
提
供
し
て
い
る
こ
と。

叫

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一

号、

第一
一
号、

第
六
号、

第
十
一

号

及
び
第一
―
十
号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と。

川

算
定
日
が
属
す
る
月
が、

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
こ
と。

HI

栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
加
算
を
算
定
し
て
い
る
又
は
当
該
利
用
者
が

栄
養
改
善
加
算
の
算
定
に
係
る
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る

間
で
あ
る
若
し
く
は
当
該
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属

す
る
月
で
あ
る
こ
と。

当
該
利
用
者
が
口
腔
機
能
向
上
加
算
の
算
定
に
係
る
口
腔
機
能
向

|
 
口

上
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
で
あ
る
又
は
当
該
口
腔
機
能
向
上
サ

ー
ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
で
あ
る
こ
と。

叫

口
腔
•

栄
養
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
加
算
巾

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ

か
に
適
合
す
る
こ
と。

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と。

|
 
ー

HI

ィ

l
及
び
③
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と。

|
 
口

算
定
日
が
属
す
る
月
が、

栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
加
算
を
算
定
し
て

い
る
又
は
当
該
利
用
者
が
栄
養
改
善
加
算
の
算
定
に
係
る
栄
養
改
善

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
で
あ
る
若
し
く
は
当
該
栄
養
改
善
サ
ー

ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
で
あ
る
こ
と。

国

算
定
日
が
属
す
る
月
が、

当
該
利
用
者
が
口
腔
機
能
向
上
加
算
の

算
定
に
係
る
口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
及
び
当
該

口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
で
は
な
い
こ

|
と次

に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と。

（
新
設）
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イ

ロ
腔
機
能
向
上
加
算
（

——
 

こ
と。

闘

言
語
聴
覚
士、
歯
科
衛
生
士
又
は
看
護
職
員
を一
名
以
上
配
置
し
て

い
る
こ
と。

岡

利
用
者
の
口
腔
機
能
を
利
用
開
始
時
に
把
握
し、
言
語
聴
覚
士、
歯

科
衛
生
士、
看
護
職
員、
介
護
職
員、
生
活
相
談
員
そ
の
他
の
職
種
の

者
が
共
同
し
て、
利
用
者
ご
と
の
口
腔
機
能
改
善
管
理
指
導
計
画
を
作

成
し
て
い
る
こ
と。

叫

利
用
者
ご
と
の
口
腔
機
能
改
善
管
理
指
導
計
画
に
従
い
言
語
聴
覚
士

、
歯
科
衛
生
士
又
は
看
護
職
員
が
口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
注
18
に
規
定
す

る
口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
を
い
う。
以
下
同
じ。
）
を
行
っ
て
い
る

と
と
も
に、
利
用
者
の
口
腔
機
能
を
定
期
的
に
記
録
し
て
い
る
こ
と。

川

利
用
者
ご
と
の
口
腔
機
能
改
善
管
理
指
導
計
画
の
進
捗
状
況
を
定
期

的
に
評
価
し
て
い
る
こ
と。

暉

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第一
号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
こ
と。

口
腔
機
能
向
上
加
算
①

（
削
る）

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

二
十

通
所
介
護
費
に
お
け
る
口
腔
機
能
向
上
加
算
の
基
準

HI

イ
②
及
び
③
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と。

口

算
定
H
が
属
す
る
月
が、
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
加
算
を
算
定
し
て

い
な
い、
か
つ、
当
該
利
用
者
が
栄
養
改
善
加
算
の
算
定
に
係
る
栄

養
改
善
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
又
は
当
該
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス

が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
で
は
な
い
こ
と。

曰

算
定
日
が
属
す
る
月
が、
当
該
利
用
者
が
口
腔
機
能
向
上
加
算
の

算
定
に
係
る
口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
及
び
当
該

口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
で
あ
る
こ
と

（
新
設）

二
十

通
所
介
護
費、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
及
び
認
知
症
対
応
型
通
所
介

謝則
に
お
け
る
口
腔
機
能
向
上
加
算
の
基
準

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第一
号、
第
五
号
の
二
及
び
第
六
号
に
規
定
す

る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と。

（
新
設）
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吋

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
圃

適
合
す
る
こ
と。

山

次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と。

HI

指
定
通
所
介
護
事
業
所
の
介
護
職
員
の
総
数
の
う
ち、

士
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
四
十
以
上
で
あ
る
こ
と。

pl

指
定
通
所
介
護
を
利
用
者
に
直
接
提
供
す
る
職
員
の
総
数
の
う
ち

、

勤
続
年
数
七
年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で

介
護
福
祉

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も

こ
と。

�

4
田
か
ら
⑤
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と。

利
用
者
ご
と
の
口
腔
機
能
改
善
管
理
指
導
計
画
等
の
内
容
等
の
情
報

ー

を
厚
生
労
働
省
に
提
出
し、

口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
に
当
た

っ
て、

当
該
情
報
そ
の
他
口
腔
衛
生
の
管
理
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施

の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
活
用
し
て
い
る
こ
と。

二
十
一
・
ニ
十―
-

（
略）

二
十
三

通
所
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の
基
準

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
川

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も

一イ
適
合
す
る
こ
と。

闘

次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と。

HI

指
定
通
所
介
護
事
業
所
の
介
護
職
員
の
総
数
の
う
ち、

介
護
福
祉

士
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
七
十
以
上
で
あ
る
こ
と。

コ

指
定
通
所
介
護
事
業
所
の
介
護
職
員
の
総
数
の
う
ち、

勤
続
年
数

十
年
以
上
の
介
護
福
祉
士
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
二
十
五
以
上
で

あ
る
こ
と。

閾

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一

号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
こ
と。

叫

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
巾

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も

適
合
す
る
こ
と。

田

（
略）

②

イ
図
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と。

（
新
設）

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に

二
十
一
・

ニ
十
二

（
略）

二
十
三

通
所
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の
基
準

（
新
設）

介
護
福
祉
士

礼

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
（
イ

も
適
合
す
る
こ
と。

l

（
略）

図

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一

号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
こ
と。

叫

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
川
口

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に

も
適
合
す
る
こ
と。

田

指
定
通
所
介
護
事
業
所
の
介
護
職
員
の
総
数
の
う
ち、

の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
四
十
以
上
で
あ
る
こ
と。

（
新
設）
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二
十
四
の
四

I
―

 

準什

刈副
介
助
加
算
田

入
浴
介
助
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
員
及

び
設
備
を
有
し
て
行
わ
れ
る
入
浴
介
助
で
あ
る
こ
と。

pl

入
浴
介
助
加
算
巾

次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と。

川

イ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と。

⑳

医
師、
理
学
療
法
士、
作
業
療
法
士、
言
語
聴
覚
士、
介
護
支
援
専

門
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
師
等」
と
い

う。
）
が
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し、
浴
室
に
お
け
る
当
該
利
用
者
の

動
作
及
び
浴
室
の
環
境
を
評
価
し
て
い
る
こ
と。
当
該
訪
問
に
お
い
て

、
当
該
居
宅
の
浴
室
が、
当
該
利
用
者
自
身
又
は
そ
の
家
族
等
の
介
助

に
よ
り
入
浴
を
行
う
こ
と
が
難
し
い
環
境
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は、
訪
問
し
た
医
師
等
が、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
介
護
支
援

専
門
員
又
は
指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
若
し
く
は
指
定
特
定
福
祉
用

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
入
浴
介
助
加
算
の
基

二
十
四
•
二
十
四
の
二

（
略）

二
十
四
の
三

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
提
供
体
制
加
算
の
基
準

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
い
て、
常
時、
当
該
事
業

所
に
配
置
さ
れ
て
い
る
理
学
療
法
士、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
合

計
数
が、
当
該
事
業
所
の
利
用
者
の
数
が
二
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご

と
に一
以
上
で
あ
る
こ
と。

あ
る
こ
と。

②[

（
略）

（
削
る）

②

（
略）

,

_
|
 

ハ

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
巾

適
合
す
る
こ
と。

川

指
定
通
所
介
護
を
利
用
者
に
直
接
提
供
す
る
職
員
の
総
数
の
う
ち、

勤
続
年
数
三
年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る

こ
と。

⑳

イ
図
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と。

二
十
四
·――
十
四
の
二

（
略）

二
十
四
の
三

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
提
供
体
制
加
算
の
基
準

ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
い
て、
常
時、
当
該
事

|イ

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

業
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る
理
学
療
法
士、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士

の
合
計
数
が、
当
該
事
業
所
の
利
用
者
の
数
が
二
十
五
又
は
そ
の
端
数
を

増
す
ご
と
に一
以
上
で
あ
る
こ
と。

01

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
（
か
ら
間
ま
で
の
い
ず
れ

か
を
算
定
し
て
い
る
こ
と。

（
新
設）

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
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介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表

新

旧

目
次

目
次

第
一
章
～
第
十
三
章
略

第
一
章
～
第
十
三
章
略

第
十
四
章

雑
則
（
第
二
百
七
十
七
条
）

附
則

附
則

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
一
般
原
則
）

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
一
般
原
則
）

第
三
条

１
・
２
略

第
三
条

１
・
２
略

３

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た

め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施

す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
必
要

な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
九
条

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら

第
九
条

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら

か
じ
め
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
第
三
十
条
の
運
営
規
程
の
概
要
、

か
じ
め
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
第
三
十
条
の
運
営
規
程
の
概
要
、

訪
問
介
護
員
等
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す

訪
問
介
護
員
等
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す

る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
記
し
た
文
書
を
交
付
し
て
説
明
を
行
い
、
当
該
提
供

る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
記
し
た
文
書
を
交
付
し
て
説
明
を
行
い
、
当
該
提
供

の
開
始
に
つ
い
て
利
用
申
込
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
開
始
に
つ
い
て
利
用
申
込
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
同
意
は
、
で
き
る
限
り
書
面
に
よ
り
得
る
も
の
と
す
る
。

２
～
６
略

２
～
６
略

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
三
十
条

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ

第
三
十
条

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ

る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営

る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営

規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六
略

一
～
六
略

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
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八

略

七

略

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
三
十
二
条

１
～
３
略

第
三
十
二
条

１
～
３
略

４

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
適
切
な
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
を
確
保
す
る
観
点
か

４

前
項
の
研
修
に
は
、
利
用
者
の
尊
厳
を
守
り
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
が
共
に
健

ら
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
性
的
な
言
動
又
は
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言

や
か
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
及
び
虐
待
の
防

動
で
あ
っ
て
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
に
よ
り
訪
問
介
護
員
等

止
に
関
す
る
事
項
を
そ
の
内
容
に
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
方
針
の
明
確
化
等
の
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
三
十
二
条
の
二

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お

い
て
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に

、
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
訪
問
介
護
員
等
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て

周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要

に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
三
十
三
条

１
・
２
略

第
三
十
三
条

１
・
２
略

３

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ

レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い

う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね
六
月
に

一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
訪
問
介
護
員
等
に
周
知

徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

訪
問
介
護
員
等
に
対
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
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及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
三
十
四
条

１
略

第
三
十
四
条

略

２

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指

定
訪
問
介
護
事
業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲

覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
地
域
と
の
連
携
等
）

（
地
域
と
の
連
携
）

第
三
十
九
条

１
略

第
三
十
九
条

略

２

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
所
在
す
る
建
物
と
同
一
の

建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
て
指
定
訪
問
介
護
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該

建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
以
外
の
者
に
対
し
て
も
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
を
行
う
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
虐
待
の
防
止
）

第
四
十
条
の
二

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す

る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活

用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に

、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
訪
問
介
護
員
等
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

訪
問
介
護
員
等
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る

こ
と
。

四

前
三
号
の
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ
と
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
五
十
七
条

指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
ご
と
に

第
五
十
七
条

指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
ご
と
に

、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お

、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七
略

一
～
七
略

八

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

九

略

八

略

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）
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六

前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
へ
の
参
加
に
よ
る
こ
と
が
困

難
な
と
き
は
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
又
は
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
て
、

原
則
と
し
て
、
情
報
提
供
又
は
助
言
の
内
容
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

七

略

四

略

３

歯
科
衛
生
士
又
は
管
理
栄
養
士
の
行
う
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
方
針
は
、
次

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指

示
に
基
づ
き
、
利
用
者
の
心
身
機
能
の
維
持
回
復
を
図
り
、
居
宅
に
お
け
る
日
常

生
活
の
自
立
に
資
す
る
よ
う
、
妥
当
適
切
に
行
う
こ
と
。

二

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
懇
切
丁
寧
に
行
う
こ
と
を

旨
と
し
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
療
養
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
理

解
し
や
す
い
よ
う
に
指
導
又
は
説
明
を
行
う
こ
と
。

三

常
に
利
用
者
の
病
状
、
心
身
の
状
況
及
び
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
の
的
確
な

把
握
に
努
め
、
利
用
者
に
対
し
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
。

四

そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
者
に
つ
い
て
、
提
供
し
た
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
内
容

に
つ
い
て
、
速
や
か
に
診
療
記
録
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
医
師
又
は
歯
科
医
師

に
報
告
す
る
こ
と
。

４

略

３

略

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
九
十
六
条

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業

第
九
十
六
条

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業

所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ

所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五
略

一
～
五
略

六

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

七

略

六

略

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
七
条

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ

第
百
七
条

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ

る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
運
営

る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
運
営

規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
～
九
略

一
～
九
略

十

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

十
一

略

十

略

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
百
八
条

１
・
２
略

第
百
八
条

１
・
２
略

３

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
通
所
介
護
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の

３

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
通
所
介
護
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の

研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
通

研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
介
護
事
業
者
は
、
全
て
の
通
所
介
護
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉

士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
の
資
格

を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る

基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
適
切
な
指
定
通
所
介
護
の
提
供
を
確
保
す
る
観
点
か

４

前
項
の
研
修
に
は
、
利
用
者
の
尊
厳
を
守
り
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
が
共
に
健

ら
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
性
的
な
言
動
又
は
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言

や
か
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
及
び
虐
待
の
防

動
で
あ
っ
て
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
に
よ
り
通
所
介
護
従
業

止
に
関
す
る
事
項
を
そ
の
内
容
に
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
方
針
の
明
確
化
等
の
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
非
常
災
害
対
策
）

（
非
常
災
害
対
策
）

第
百
十
条

１
・
２
略

第
百
十
条

１
・
２
略

３

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
非
常
災
害
時
に
お
け
る
利
用
者
の
安
全
の
確
保
が
図

３

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
非
常
災
害
時
に
お
け
る
利
用
者
の
安
全
の
確
保
が
図

ら
れ
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
、
地
域
住
民
、
老
人
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ

ら
れ
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
、
地
域
住
民
、
老
人
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ

と
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
者
等
と
相
互
に
支
援
及
び
協
力
を
行
う
た
め
の
体
制
の
整
備
に
努
め

ス
を
提
供
す
る
者
等
と
相
互
に
支
援
及
び
協
力
を
行
う
た
め
の
体
制
の
整
備
に
努
め

る
と
と
も
に
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
の
参
加

る
も
の
と
す
る
。

が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

略

４

略

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
百
十
一
条

１
略

第
百
十
一
条

１
略

２

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が
発

２

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が
発

生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

い
。

ら
な
い
。
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一

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ

レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む

ね
六
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
通
所
介
護
従

業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

通
所
介
護
従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研

修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

（
地
域
と
の
連
携
等
）

第
百
十
一
条
の
二

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、

地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な
活
動
等
と
の
連
携
及
び
協
力
を
行
う
等
の
地
域
と
の

交
流
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
提
供
し
た
指
定

通
所
介
護
に
関
す
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
、
市
町
村
等
が
派
遣
す
る
者
が

相
談
及
び
援
助
を
行
う
事
業
そ
の
他
の
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
に
協
力
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
通
所
介
護
事
業
所
の
所
在
す
る
建
物
と
同
一
の

建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
て
指
定
通
所
介
護
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該

建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
以
外
の
者
に
対
し
て
も
指
定
通
所
介
護
の
提
供
を
行
う
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
発
生
時
の
対
応
）

（
事
故
発
生
時
の
対
応
）

第
百
十
一
条
の
三

１
～
４
略

第
百
十
一
条
の
二

１
～
４
略

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
十
三
条

第
九
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
七

第
百
十
三
条

第
九
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
七

条
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
二
条
の
二
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第

条
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
三

三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
の
二
、
第
四
十
一
条
及
び
第
五
十
六
条
の
規

十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
及
び
第
五
十
六
条
の
規
定
は
、
指
定
通
所
介
護
の
事
業

定
は
、
指
定
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
」
と

条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
条
」
と
、
同
項
、
第
二
十
八
条

あ
る
の
は
「
第
百
七
条
」
と
、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
通
所
介
護
従
業

、
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
の
二
第
一
号

者
」
と
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三
十
四
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
通

及
び
第
三
号
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
読
み
替

所
介
護
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。
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（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
十
五
条

第
九
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
七

第
百
十
五
条

第
九
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
七

条
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
二
条
の
二
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第

条
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
三

三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
の
二
、
第
四
十
一
条
、
第
五
十
六
条
、
第
九

十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
、
第
五
十
六
条
、
第
九
十
九
条
、
第
百
一
条
及
び
第
百

十
九
条
、
第
百
一
条
及
び
第
百
二
条
第
四
項
並
び
に
前
節
（
第
百
十
三
条
を
除
く
。

二
条
第
四
項
並
び
に
前
節
（
第
百
十
三
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
共
生
型
通
所
介

）
の
規
定
は
、
共
生
型
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
一
項
中
「
第
三

て
、
第
九
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
の
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
規
程
（
第

十
条
の
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
規
程
（
第
百
七
条
の
運
営
規
程
を
い
う
。

百
七
条
の
運
営
規
程
を
い
う
。
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「

第
三
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
共
生

訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以

型
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
「
共
生
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
い

下
「
共
生
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
二
条

う
。
）
」
と
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三
十
四
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は

の
二
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
中

「
共
生
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
二
条
第
四
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
の
場
合

「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
二
条
第

（
指
定
通
所
介
護
事
業
者
が
第
一
項
に
規
定
す
る
設
備
を
利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜

四
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
（
指
定
通
所
介
護
事
業
者
が
第
一
項
に
規
定
す
る

に
指
定
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は

設
備
を
利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜
に
指
定
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

「
共
生
型
通
所
介
護
事
業
者
が
共
生
型
通
所
介
護
事
業
所
の
設
備
を
利
用
し
、
夜
間

場
合
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
通
所
介
護
事
業
者
が
共
生
型
通
所
介
護

及
び
深
夜
に
共
生
型
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
」
と
、
第
百
五

事
業
所
の
設
備
を
利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜
に
共
生
型
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス

条
第
一
項
第
二
号
、
第
百
六
条
第
五
項
及
び
第
百
八
条
第
三
項
中
「
通
所
介
護
従
業

を
提
供
す
る
場
合
」
と
、
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
百
六
条
第
五
項
、
第
百
八

者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
十
二
条
第
二
項
第
二
号

条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
十
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
通
所

中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
二

介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
十
二
条
第
二

項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
七
条
」
と
あ
る
の
は

項
第
二
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

「
第
二
十
七
条
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
八
条
第

十
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
七
条
」
と

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

あ
る
の
は
「
第
二
十
七
条
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三

十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
三
十
五
条

第
九
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条

第
百
三
十
五
条

第
九
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条

、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
二
条
の
二
、
第
三
十
四
条

、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま

か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除

で
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
、
第
三
十
九

く
。
）
、
第
四
十
条
の
二
、
第
四
十
一
条
、
第
五
十
六
条
、
第
九
十
九
条
及
び
第
四

条
、
第
四
十
一
条
、
第
五
十
六
条
、
第
九
十
九
条
及
び
第
四
節
（
第
百
三
条
第
一
項

節
（
第
百
三
条
第
一
項
及
び
第
百
十
三
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
基
準
該
当
通
所

及
び
第
百
十
三
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
基
準
該
当
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て

 
133



介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
一
項
中
「
第

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は

三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
条
」
と
、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
通

「
第
百
七
条
」
と
、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、

所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
条
第
一
項
中
「
内
容
、
当
該
指
定
訪
問
介
護
に
つ
い

第
二
十
条
第
一
項
中
「
内
容
、
当
該
指
定
訪
問
介
護
に
つ
い
て
法
第
四
十
一
条
第
六

て
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
代
わ
っ
て
支
払
を
受
け
る
居
宅

項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
代
わ
っ
て
支
払
を
受
け
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
内
容
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
法
定
代
理

」
と
あ
る
の
は
「
内
容
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当

受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
訪
問
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
通
所
介

し
な
い
指
定
訪
問
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
通
所
介
護
」
と
、
第
二
十
八
条

護
」
と
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
並
び
に

及
び
第
三
十
四
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、

第
四
十
条
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
通
所
介

第
百
三
条
第
二
項
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
通
所
介
護
」

護
従
業
者
」
と
、
第
百
三
条
第
二
項
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い

と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
通
所
介
護
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の

指
定
通
所
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
通
所
介
護
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前

は
「
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
四
十
三
条

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ

第
百
四
十
三
条

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す

テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す

る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け

る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八
略

一
～
八
略

九

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

十

略

九

略

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
百
四
十
四
条

１
略

第
百
四
十
四
条

１
略

２

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が

２

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が

発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
い
。

な
ら
な
い
。

一

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ

レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む

ね
六
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
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福
祉
用
具
」
と
、
「
貸
与
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
」
と
、
第
二
百
五
十
七
条
第
四
号

中
「
利
用
料
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
費
用
の
額
」
と
、
第
二
百
五
十
八
条
第
一
項
及

び
第
二
百
五
十
九
条
中
「
福
祉
用
具
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
福
祉
用
具
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
四
章

雑
則

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
二
百
七
十
七
条

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の

規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本

そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載

さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
十
二
条
第
一
項
（
第
四
十
二
条

の
三
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
三
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
九
条

、
第
九
十
八
条
、
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
三
十
五
条
、
第
百
四
十
六
条

、
第
百
六
十
八
条
（
第
百
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百

八
十
一
条
の
三
、
第
百
八
十
八
条
、
第
二
百
四
条
（
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
三
十
七
条
、
第
二
百
四
十
八
条
、
第
二
百
六
十
三

条
、
第
二
百
六
十
五
条
及
び
第
二
百
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
第
二
百
二
十
四
条
第
一
項
（
第
二
百
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え

て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子

計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

２

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
は
、

交
付
、
説
明
、
同
意
、
承
諾
、
締
結
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
交
付

等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
交
付
等
の
相
手
方
の
承
諾

を
得
て
、
書
面
に
代
え
て
、
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 こ の 条

例 に よ る 改 正 後 の 介 護 保 険 法 に 基 づ く 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 の 基 準 等 を

定 め る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 三 項 及 び 第 四 十 条 の 二 （ 新 条 例 第 四 十 二 条 の 三 、

第 四 十 七 条 、 第 五 十 九 条 、 第 六 十 三 条 、 第 七 十 九 条 、 第 八 十 九 条 、 第 九 十 八 条 、 第 百 十 三 条 、 第 百

十 五 条 、 第 百 三 十 五 条 、 第 百 四 十 六 条 、 第 百 六 十 八 条 （ 新 条 例 第 百 八 十 一 条 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） 、 第 百 八 十 一 条 の 三 、 第 百 八 十 八 条 、 第 二 百 四 条 （ 新 条 例 第 二 百 十 六 条 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二 百 三 十 七 条 、 第 二 百 四 十 八 条 、 第 二 百 六 十 三 条 、 第 二 百 六 十 五 条 及 び 第 二

百 七 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 （ 研 修 の 実 施 に 係 る も の を 除 く 。 ） の 適 用 に つ

い て は 、 新 条 例 第 三 条 第 三 項 及 び 第 四 十 条 の 二 中 「 講 じ な け れ ば 」 と あ る の は 、 「 講 ず る よ う 努 め

な け れ ば 」 と し 、 新 条 例 第 三 十 条 （ 新 条 例 第 四 十 二 条 の 三 及 び 第 四 十 七 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） 、 第 五 十 七 条 （ 新 条 例 第 六 十 三 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 七 十 七 条 、 第 八 十

七 条 、 第 九 十 六 条 、 第 百 七 条 （ 新 条 例 第 百 十 五 条 及 び 第 百 三 十 五 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。

） 、 第 百 四 十 三 条 、 第 百 六 十 四 条 （ 新 条 例 第 百 八 十 一 条 の 三 及 び 第 百 八 十 八 条 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 、 第 百 七 十 八 条 、 第 二 百 一 条 、 第 二 百 十 三 条 、 第 二 百 三 十 二 条 、 第 二 百 四 十 五 条 及 び

第 二 百 五 十 七 条 （ 新 条 例 第 二 百 六 十 五 条 及 び 第 二 百 七 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、 新 条 例 第 三 十 条 、 第 五 十 七 条 、 第 七 十 七 条 、 第 八 十 七 条 、 第 九 十 六 条 、 第 百

七 条 、 第 百 四 十 三 条 、 第 百 六 十 四 条 、 第 百 七 十 八 条 、 第 二 百 一 条 、 第 二 百 十 三 条 、 第 二 百 三 十 二 条

、 第 二 百 四 十 五 条 及 び 第 二 百 五 十 七 条 中 「 次 に 」 と あ る の は 「 虐 待 の 防 止 の た め の 措 置 に 関 す る 事

項 に 関 す る 規 程 を 定 め て お く よ う 努 め る と と も に 、 次 に 」 と 、 「 重 要 事 項 」 と あ る の は 「 重 要 事 項

（ 虐 待 の 防 止 の た め の 措 置 に 関 す る 事 項 を 除 く 。 ） 」 と す る 。

３ 施 行 日 か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 新 条 例 第 三 十 二 条 の 二 （ 新 条 例 第 四 十 二 条 の 三 、

第 四 十 七 条 、 第 五 十 九 条 、 第 六 十 三 条 、 第 七 十 九 条 、 第 八 十 九 条 、 第 九 十 八 条 、 第 百 十 三 条 、 第 百

十 五 条 、 第 百 三 十 五 条 、 第 百 四 十 六 条 、 第 百 六 十 八 条 （ 新 条 例 第 百 八 十 一 条 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） 、 第 百 八 十 一 条 の 三 、 第 百 八 十 八 条 、 第 二 百 四 条 （ 新 条 例 第 二 百 十 六 条 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二 百 三 十 七 条 、 第 二 百 四 十 八 条 、 第 二 百 六 十 三 条 、 第 二 百 六 十 五 条 及 び 第 二

百 七 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 新 条 例 第 三 十 二 条 の 二 第 一

項 中 「 講 じ な け れ ば 」 と あ る の は 「 講 ず る よ う 努 め な け れ ば 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 実 施 し な け れ ば

」 と あ る の は 「 実 施 す る よ う 努 め な け れ ば 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 行 う 」 と あ る の は 「 行 う よ う 努 め

る 」 と す る 。

４ 施 行 日 か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 新 条 例 第 三 十 三 条 第 三 項 （ 新 条 例 第 四 十 二 条 の 三

、 第 四 十 七 条 、 第 五 十 九 条 、 第 六 十 三 条 、 第 七 十 九 条 、 第 八 十 九 条 、 第 九 十 八 条 及 び 第 二 百 七 十 六
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条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 百 十 一 条 第 二 項 （ 新 条 例 第 百 十 五 条 、 第 百 三 十 五 条 、 第 百

六 十 八 条 （ 第 百 八 十 一 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 百 八 十 一 条 の 三 、 第 百 八 十 八 条 、 第

二 百 三 十 七 条 及 び 第 二 百 四 十 八 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 百 四 十 四 条 第 二 項 （ 第 二 百

四 条 （ 新 条 例 第 二 百 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び

第 二 百 六 十 条 第 六 項 （ 新 条 例 第 二 百 六 十 五 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 新 条 例 第 三 十 三 条 第 三 項 、 第 百 十 一 条 第 二 項 、 第 百 四 十 四 条 第 二 項 及 び 第 二 百 六 十 条 第 六 項

中 「 講 じ な け れ ば 」 と あ る の は 、 「 講 ず る よ う 努 め な け れ ば 」 と す る 。

５ 施 行 日 か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 新 条 例 第 五 十 七 条 の 二 第 三 項 （ 新 条 例 第 六 十 三 条

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 百 八 条 第 三 項 （ 新 条 例 第 百 十 五 条 、 第 百 三 十 五 条 、 第 百 四 十

六 条 、 第 百 六 十 八 条 、 第 百 八 十 一 条 の 三 、 第 百 八 十 八 条 及 び 第 二 百 四 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 、 第 百 七 十 九 条 第 四 項 、 第 二 百 十 四 条 第 四 項 及 び 第 二 百 三 十 三 条 第 四 項 （ 新 条 例 第 二 百 四 十

八 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 新 条 例 第 五 十 七 条 の 二 第 三 項 、 第

百 八 条 第 三 項 、 第 百 七 十 九 条 第 四 項 、 第 二 百 十 四 条 第 四 項 及 び 第 二 百 三 十 三 条 第 四 項 中 「 講 じ な け

れ ば 」 と あ る の は 、 「 講 ず る よ う 努 め な け れ ば 」 と す る 。
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